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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　高圧力の消火ガスを建物内の消火対象区画内の空間に向けて噴射する消火ガス噴射装置
であって、
　前記消火ガス噴射装置は、噴射ヘッドと、前記噴射ヘッドからの消火ガスの放出による
音響を減衰させる消音手段を有しており、
　前記消音手段は、前記噴射ヘッド側に設けられた、積層体により構成される第１消音部
材と、前記第１消音部材の下流側に設けられた、積層体により構成される第２消音部材と
を有しており、
　前記第１および第２消音部材の積層体の各々の層は偏平な板状に形成され、気体が流通
可能な多孔性材料からなる、消火ガス噴射装置。
【請求項２】
　前記第１および第２消音部材が積層されることで円柱形状または円筒形状を構成してい
る、請求項１に記載の消火ガス噴射装置。
【請求項３】
　前記第１消音部材の積層体の各々の層は同一の外径を有し、前記第２消音部材の積層体
の各々の層は同一の外径を有する、請求項１または２に記載の消火ガス噴射装置。
【請求項４】
　前記第１消音部材を構成する積層体の各々の層は同一の厚みを有し、前記第２消音部材
を構成する積層体の各々の層は同一の厚みを有する、請求項１から３のいずれか１項に記
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載の消火ガス噴射装置。
【請求項５】
　前記第１および第２消音部材の外周面全面が大気に露出している、請求項１から４のい
ずれか１項に記載の消火ガス噴射装置。
【請求項６】
　前記第２消音部材を固定する環状または板状の押え部材をさらに備えた、請求項１から
５のいずれか１項に記載の消火ガス噴射装置。
【請求項７】
　前記消音手段は上流側に位置する第１消音手段と下流側に位置する第２消音手段とを有
しており、前記第１消音手段と前記第２消音手段との間には気体が流通可能な中間部材が
配置されている、請求項１から６のいずれか１項に記載の消火ガス噴射装置。
【請求項８】
　高圧力の消火ガスを建物内の消火対象区画内の空間に向けて噴射する消火ガス噴射装置
であって、
　前記消火ガス噴射装置は、噴射ヘッドと、前記噴射ヘッドからの消火ガスの放出による
音響を減衰させる消音手段を有しており、前記消音手段は複数の偏平な板状部材が互いに
接触するように積層して形成され、気体が流通可能な多孔質材料からなり、
　前記噴射ヘッドには、ノズル孔が設けられており、
　高圧力の消火ガスが前記噴射ヘッドに導かれ、消火ガスは前記ノズル孔から噴射されて
前記消音手段に導入され、
　前記噴射ヘッドの前記消音手段に対向する面と前記消音手段との間には前記ノズル孔か
らの異物を留めて収納する間隙が設けられている、消火ガス噴射装置。
【請求項９】
　請求項１から８のいずれかに記載の消火ガス噴射装置と、前記消火ガス噴射装置に高圧
力の消火ガスを導く導管と、前記導管に高圧力の消火ガスを供給する消火ガス供給源とを
備えた、ガス消火装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、火災発生時に建物の消火対象区画内の空間にＮ２ガスまたはハロゲン化物ガ
スなどの消火ガスを消火剤として放出することによって消火する消火ガス噴射装置および
それを備えたガス消火装置に関し、さらに詳しくは消火対象区画内に設けられる噴射ヘッ
ドから消火ガスを噴射した際に発生する大音響を低減するために好適に実施することがで
きる消火ガス噴射装置およびそれを備えたガス消火装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、消火剤としてＣＯ２ガスおよびＮ２ガスおよびハロゲン化物ガスなどの消火
ガスを消火対象区画内の空間に放出して消火を行うガス消火装置が各種の建物に装備され
ている。
【０００３】
　図３１は、従来技術のガス消火装置の噴射ヘッド３を含む一部の構成を示す斜視図であ
る。消火ガス供給源２から火災発生時に供給される高圧力の消火ガスは、導管４に導かれ
、導管４に接続された噴射ヘッド３から噴射される。
【０００４】
　導管４は、消火ガス供給源２に接続される主管５と、主管５に介在される分岐管６と、
分岐管６によって主管５からの消火ガスが導かれ、前記噴射ヘッド３が接続される枝管７
とを有する。主管５は、建物の躯体またはその躯体に固定された基台８およびブラケット
９にＵボルトなどの締結具１０によって締結され、噴射ヘッド３の振動および変位が抑制
された状態で設置されている（たとえば、特許文献１参照）。
【０００５】
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　前記従来技術では、消火ガス供給源２から導管４を経て供給される高圧力の消火ガスを
噴射ヘッド３から大量に噴射するので、噴射ヘッド３のノズル部７１２に形成されるノズ
ル孔７１６から高速度で噴射される消火ガス流によって、いわば空気を切り裂くような大
音響を発生してしまうという問題がある。
【０００６】
　この問題を解決する他の従来技術（たとえば、特許文献２参照）では、消火ガスを噴射
するオリフィスの出口部に、多孔性材料から成る消音材で構成される消音手段が備えられ
、この消音材は、オリフィスの軸線方向に延びて分厚く形成された一体構造のものであり
、またはオリフィスの軸線方向に延びて分厚くそれぞれ形成された２個の重ねられた分割
構造のもので構成される。
【０００７】
　この従来技術の新たな問題は、消火対象区画内の空間に向けて噴射される消火ガスの流
量、圧力および消音を必要とする程度などに対応して、各種の噴射および消音の特性を正
確に調整して得ることが困難なことである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開平８－１７３５６５号公報
【特許文献２】特許第５２７６７２８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明の目的は、噴射ヘッドからの消火ガスの噴射流に起因する音響を減衰させること
ができ、しかも各種の噴射および消音の特性を正確に調整して得ることが容易な消火ガス
噴射装置およびそれを備えたガス消火装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　高圧力の消火ガスを建物内の消火対象区画内の空間に向けて噴射する消火ガス噴射装置
であって、消火ガス噴射装置は、噴射ヘッドと、前記噴射ヘッドからの消火ガスの放出に
よる音響を減衰させる消音手段を有しており、前記消音手段は、前記噴射ヘッド側に設け
られた第１消音部材と、前記第１消音部材の下流側に設けられた第２消音部材とを有して
おり、前記第１および第２消音部材の各々は偏平な板状に形成され、気体が流通可能な多
孔性材料からなる。
【００１１】
　このように構成された消火ガス噴射装置では、円柱ブロックにより消音材を構成した場
合と比較して、積層枚数を変化させることで噴射および消音の特性を適宜変更することが
可能である。
【００１２】
　好ましくは、前記第１および第２消音部材が積層されることで円柱または円筒形状を構
成している。
【００１３】
　好ましくは、前記第１および第２消音部材は同一の外径を有する。
　好ましくは、前記第１および第２消音部材は同一の厚みを有する。
【００１４】
　好ましくは、前記第１および第２消音部材の外周面全面が大気に露出している。
　好ましくは、前記第２消音部材を固定する環状または板状の押え部材をさらに備える。
【００１５】
　好ましくは、前記消音手段は上流側に位置する第１消音手段と下流側に位置する第２消
音手段とを有しており、前記第１消音手段と前記第２消音手段との間には気体が流通可能
な中間部材が配置されている。
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【００１６】
　ガス消火装置は、上記のいずれかの消火ガス噴射装置と、前記消火ガス噴射装置に高圧
力の消火ガスを導く導管と、前記導管に高圧力の消火ガスを供給する消火ガス供給源とを
備える。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の一実施形態のガス消火装置の噴射ヘッド１００と消音手段１０２を含む
一部の構成を示す斜視図である。
【図２】図１の噴射ヘッド１００と消音手段１０２とを示す斜視図である。
【図３】図１の噴射ヘッド１００と消音手段１０２とを示す断面図である。
【図４】案内部材１２１が取付け補助部材１０３と第２消音材１０８とによって挟まれた
状態を示す一部の拡大断面図である。
【図５】本件発明者によって実験が行われた噴射ヘッド７００と消音手段７０１，７０１
ａとを示す断面図である。
【図６】本件発明者が、図５の構成によって消火ガスを放出したとき得られた音圧レベル
の時間経過を示す図である。
【図７】本件発明者によって実験が行われた噴射ヘッド５００と消音手段５０２，５０２
ａとを示す断面図である。
【図８】本件発明者が、図７の構成によって消火ガスを放出したとき得られた音圧レベル
の時間経過を示す図である。
【図９】本発明の他の実施形態のガス消火装置を示す断面図である。
【図１０】本発明の一実施形態のガス消火装置の噴射ヘッド２００と消音手段２０２を含
む一部の構成を示す斜視図である。
【図１１】図１０の噴射ヘッド２００と消音手段２０２とを示す斜視図である。
【図１２】図１０の噴射ヘッド２００と消音手段２０２とを示す断面図である。
【図１３】案内部材２２１が噴射ヘッド本体２０１と消音材２０８とによって挟まれた状
態を示す一部の拡大断面図である。
【図１４】本件発明者によって実験が行われた噴射ヘッド５００と消音手段５０２，５０
２ａとを示す断面図である。
【図１５】本件発明者が、図１４の構成によって消火ガスを放出したとき得られた音圧レ
ベルの時間経過を示す図である。
【図１６】本発明の他の実施形態のガス消火装置を示す断面図である。
【図１７】本発明の一実施形態のガス消火装置の噴射ヘッド３００と消音手段３０２を含
む一部の構成を示す斜視図である。
【図１８】図１７の噴射ヘッド３００と消音手段３０２とを示す斜視図である。
【図１９】図１７の噴射ヘッド３００と消音手段３０２とを示す断面図である。
【図２０】本件発明者によって実験が行われた噴射ノズル５００と消音手段５０２，５０
２ａとを示す断面図である。
【図２１】本件発明者が、図２０の構成によって消火ガスを放出したとき得られた音圧レ
ベルの時間経過を示す図である。
【図２２】本発明の一実施形態のガス消火装置の噴射ヘッド４００と消音手段４０２を含
む一部の構成を示す斜視図である。
【図２３】図２２の噴射ヘッド４００と消音手段４０２とを示す斜視図である。
【図２４】図２２の噴射ヘッド４００と消音手段４０２とを示す断面図である。
【図２５】案内部材４２１が取付け補助部材４０３と消音材４０８とによって挟まれた状
態を示す一部の拡大断面図である。
【図２６】本件発明者によって実験が行われた噴射ヘッド７００と消音手段７０１，７０
１ａとを示す断面図である。
【図２７】本件発明者が、図２６の構成によって消火ガスを放出したとき得られた音圧レ
ベルの時間経過を示す図である。
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【図２８】本件発明者によって実験が行われた噴射ヘッド５００と消音手段５０２，５０
２ａとを示す断面図である。
【図２９】本件発明者が、図２８の構成によって消火ガスを放出したとき得られた音圧レ
ベルの時間経過を示す図である。
【図３０】本発明の他の実施形態のガス消火装置を示す断面図である。
【図３１】従来技術のガス消火装置の噴射ヘッド３を含む一部の構成を示す斜視図である
。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　図１は、本発明の一実施形態のガス消火装置の噴射ヘッド１００と消音手段１０２を含
む一部の構成を示す斜視図である。本実施形態のガス消火装置は、建物の消火対象区画内
に設けられ、高圧力の消火ガスを消火対象区画内の空間に向けて噴射する噴射ヘッド１０
０と、噴射ヘッド１００が接続され、噴射ヘッド１００に高圧力の消火ガスを導く導管１
４と、導管１４に高圧力の消火ガスを供給する消火ガス供給源１５と、噴射ヘッド１００
に形成されるノズル孔１０４（後述の図３参照）から噴射される消火ガスの噴射に起因し
て発生する音響を減衰させる消音手段１０２とを含む。
【００１９】
　消火ガスは、Ｎ２ガス、ＣＯ２ガスおよびハロゲン化物ガスなどの不燃ガスによって実
現される。このような消火ガスを、たとえば消火ガス到達距離が１５ｍ以上あるような大
規模な消火対象区画においても充分に拡散させ、消火対象区画内の空間を所定の消火剤濃
度に均一に短時間で到達させて、消火することができる。
【００２０】
　噴射ヘッド１００と消音手段１０２とによって、消火ガス噴射部１１１を構成する。こ
のような消火ガス噴射部１１１では、消火ガスは、消火ガス供給源１５から導管１４を経
て噴射ヘッド１００に供給される。導管１４は、消火ガス供給源１５に接続される主管２
３と、主管２３に介在される分岐管１８と、分岐管１８に接続される枝管１９とを含み、
このような導管１４を経て消火ガス供給源１５からの高圧力の消火ガスが前記噴射ヘッド
１００に導かれる。導管１４は、基台２０およびブラケット２１にＵボルトなどの締結具
２２によって締結され、振動および変位が抑制された状態で建物の躯体に設置される。
【００２１】
　図２は、噴射ヘッド１００と消音手段１０２とを示す斜視図であり、図３は噴射ヘッド
１００と消音手段１０２とを示す断面図である。消音機能を有する噴射ヘッド１００は、
消火ガスを使用するガス系消火設備において消火対象区画に消火ガスを放出するために壁
に設置され、噴射ヘッド本体１０１に消音手段１０２が取付け補助部材１０３によって取
付けられて構成される。噴射ヘッド本体１０１には、チョークであるノズル孔１０４が直
接形成される。ノズル孔１０４は、消火ガスの流量を希望する値に制限する。
【００２２】
　取付け補助部材１０３は、基部１０５と、その基部１０５に連なる外向きフランジ１０
６とを有する。基部１０５は、ねじ１０７によって噴射ヘッド本体１０１に着脱可能に取
付けられる。
【００２３】
　消音手段１０２は、気体が流通可能な多孔性材料からなる第１および第２消音材１１３
，１０８で構成する。第２消音材１０８は大径であり、第１消音材１１３は第２消音材１
０８に比べて小径である。第１および第２消音材１１３，１０８は、複数枚の各部材が、
薄い円板状および薄い円環状の形状を有し、これらの部材が積層されてなる。積層された
第１消音材１１３および第２消音材１０８の全体の形状は、それぞれほぼ円柱状である。
【００２４】
　取付け補助部材１０３には、整流部材１０９がねじ１１０によって取付けられる。整流
部材１０９は、チョークである整流孔１１２を有する。整流部材１０９内には、気体が流
通可能な多孔性材料からなる前述の第１消音材１１３が収納される。第１消音材１１３は
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、複数枚の各部材が、薄い円板状の形状を有し、これらの部材が積層されてなる。整流孔
１１２は、消火ガスの流量を制限する働きを有さず、第１消音材１１３によって減速、減
圧された消火ガスを分散、整流して、次の第２消音材１０８に導く働きをする。取付け補
助部材１０３における外向きフランジ１０６の端面と、第１消音材１１３との間には、環
状部材１１４が介在される。環状部材１１４は、噴射ヘッド本体１０１と第１消音材１１
３との間に、ノズル孔１０４からの微細な錆などの異物を留めて収納する間隙１１５を形
成し、これによってノズル孔１０４の異物による目詰りを防ぐ。
【００２５】
　図４は、案内部材１２１が取付け補助部材１０３と第２消音材１０８とによって挟まれ
た状態を示す一部の拡大断面図である。第２消音材１０８の一方側（図２および図３の左
方）の端面１２０は、案内部材１２１の環状の取付け部１２２に接して、取付け補助部材
１０３の外向きフランジ１０６に臨んで配設される。案内部材１２１は、この取付け部１
２２と、取付け部１２２に連なり消火ガスを案内する短筒状の案内部１２３とを有する。
【００２６】
　第２消音材１０８の周面１２４および他方側（図２および図３の右方）の端面１２５は
、取付け部材１２７を介して取付け補助部材１０３の外向きフランジ１０６に第２消音材
１０８を固定するリング部材としての押え部材１２８に接する部分を除いて、大気に開放
される。取付け部材１２７の軸部は、押え部材１２８（リング部材、環状部材）、第２消
音材１０８、案内部材１２１の取付け部１２２を挿通して、取付け補助部材１０３の外向
きフランジ１０６に螺着される。
【００２７】
　案内部材１２１の取付け部１２２は、図４に示されるように、取付け補助部材１０３の
外向きフランジ１０６に環状に凹んで形成された取付け座１３１に嵌り、その取付け座１
３１よりも半径方向内方（図４の下方）の端面１３２から間隙△Ｌ１だけ隆起する。
【００２８】
　再び図３を参照して、噴射ヘッド１００において、噴射ヘッド本体１０１は、基部１３
７と、基部１３７に連なる掛合部１３８とを有する。導管１４の端部１４ａには、噴射ヘ
ッド１００の基部１３７が、テーパねじである第１ねじ１１２によって、着脱交換可能に
接続される。
【００２９】
　取付け補助部材１０３は、噴射ヘッド本体１０１の基部１３７に着脱交換可能に設けら
れる。ノズル孔１０４の口径が異なる各種の噴射ヘッド本体１０１を、導管１４の長さな
どに依存して、個別的に選択使用される。その理由を、述べる。ガス消火装置は、その本
来の役目である消火のために必要な大きな流量（たとえば２万～１０万リットル／分)を
確保しながら、消火対象区画内の空間に消火ガスを速やかに充満させるように高い流速（
たとえば１００ｍ／ｓ）を確保して、消火ガスを放出することができるように構成されな
ければならない。そのために消防法施行規則は、ガス消火装置における噴射ヘッド１００
のノズル孔１０４からの消火ガスの放射圧力を１．９ＭＰａ以上と規定しており、実務上
は、２～３ＭＰａ（≒２０～３０ｋｇｆ／ｃｍ２、なお、さらに高い６ＭＰａ≒６０ｋｇ
ｆ／ｃｍ２くらいまで）の高い放射圧力で実施される。
【００３０】
　したがって噴射ヘッド１００のノズル孔１０４の口径の値は、ノズル孔１０４から噴射
される消火ガスが、前述の大きな流量、高い流速、高い放射圧力を達成するように、消火
ガス供給源１５から噴射ヘッド１００の設置場所までの導管１４の長さなど、したがって
管路抵抗に依存して、設定されなければならない。
【００３１】
　そのためノズル孔１０４の口径は、導管１４の長さなどによってそれぞれ異なり、した
がって噴射ヘッド１００の各設置場所毎に、ノズル孔１０４の口径が異なる各種の噴射ヘ
ッド１００を、個別的に選択して使用しなければならない。このようにガス消火装置にお
いて、ノズル孔１０４の口径が異なる各種の噴射ヘッド１００は、不可欠である。
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【００３２】
　消音手段１０２は、第１消音材１１３と、第２消音材１０８と、押え部材１２８と取付
け部材１２７とを有する。第１および第２消音材１１３，１０８は、気体が流通可能な多
孔性材料から成り、たとえば微細な金属粉または微細な金属線条体などが焼結された多孔
質金属から成り、第２消音材１０８の微細な空隙は第１消音材１１３の空隙よりも小さく
、高圧力の消火ガスを円滑で緩慢な減圧膨張によって流量を低下させずの効果的に消音効
果を実現することができる。このような第１消音材１１３および第２消音材１０８は、ノ
ズル孔１０４および整流孔１１２の口径および長さ、該ノズル孔１０４整流孔１１２の数
および形成位置などの消火ガスの流動条件に応じて、空隙が粗密の異なる多孔性材料を適
宜選択して用いることができる。また第１および第２消音材１１３，１０８として、たと
えばワイヤメッシュを複数層積層して構成されてもよく、合成樹脂製繊維から成る板状の
成形物または多孔性部材であってもよい。
【００３３】
　第１および第２消音材１１３，１０８は、たとえば円板などの偏平な板状に形成され、
第２消音材１０８は第１消音材１１３よりも大径であり、複数枚がそれぞれ積層される。
積層された第１および第２消音材１１３，１０８の全体の形状のそれぞれは、たとえば円
柱状である。その積層された第２消音材１０８の軸線方向一方側（図３の左方）の端面１
２０は、噴射ヘッド本体１０１のスパナなどの工具が掛合される掛合部１３８における図
３の右方に臨んで、たとえば接して、配置され、積層された第２消音材１０８の周面１２
４は、大気に開放される。
【００３４】
　押え部材１２８は、積層された第２消音材１０８の他方側（図３の右方）の端面１２５
を押える。押え部材１２８は、偏平な板状であり、第２消音材１０８の周面１２４に沿っ
て延びる周面１２４を有する。
【００３５】
　取付け部材１２７は、この実施形態では、ねじ部材としてのボルトであり、同一の参照
符を用いて示す。取付け部材１２７は、前記軸線Ｌ１０３まわりに等間隔に複数（たとえ
ば６）配置される。取付け部材１２７の軸部は、押え部材１２８と第２消音材１０８とに
それぞれ形成されたボルト挿通孔を挿通し、取付け部材１２７の頭部は、押え部材１２８
の第２消音材１０８とは反対側（図３の右方）に係止する。取付け部材１２７の軸部に形
成されたおねじは、掛合部１３８に開孔して刻設されためねじに取外し可能に螺着される
。これによって、取付け部材１２７は、積層された第２消音材１０８を、掛合部１３８と
押え部材１２８との間で挟持して固定する。
【００３６】
　取付け部材１２７の各軸線は、導管１４の端部１４ａの軸線Ｌ１０３と平行である。導
管１４の端部１４ａと、噴射ヘッド１００と、消音手段１０２との各軸線は、一直線上に
ある。噴射ヘッド１００に消音手段１０２を取付けた状態で、導管１４の端部１４ａに、
噴射ヘッド本体１０１の基部１３７を、第１ねじ１１２によって接続する作業性が、良好
である。
【００３７】
　導管１４の端部１４ａの軸線Ｌ１０３は、噴射ヘッド本体１０１を含む噴射ヘッド１０
０と、第２消音材１０８と、押え部材１２８との各軸線は、一直線上にある。そのため、
導管１４の端部１４ａと噴射ヘッド本体１０１の基部１３７との第１ねじ１１２による接
続、および噴射ヘッド本体１０１の基部１３７と整流部材１０９との第２ねじ１０７によ
る接続の作業性が、良好である。この接続作業性が良好であることは、多くの場合、噴射
ヘッド１００と消音手段１０２とが、建物内の消火対象区画内で、人の移動などに障害に
ならない個所である人よりも高い天井などの個所に接続されることに鑑み、重要である。
【００３８】
　消火時に、ノズル孔１０４を通って噴射された高圧力の消火ガスは、第２消音材１０８
が有する微細な空隙を経て、徐々にすなわち円滑、スムーズに、通過して減圧膨張し、音
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響の発生が低減抑制され、建物内の消火対象区画内の空間に噴射される。第１消音材１０
８の周面１２４からの消火ガスは、天井付近で水平に放射状に噴射されて消火対象区画内
の空間の全域に均一に、かつ速やかに拡散することができる。したがって消火対象区画の
迅速な消火を達成することができる。
【００３９】
　この第２消音材１０８によって、構成を小形化しつつ、噴射ヘッドから消火ガスの噴射
流に起因する音響を減衰させることができ、噴射および消音の特性を正確に調整して、消
火ガス流量を低下させずに大きな音響低減効果を達成することができる。
【００４０】
　前述の実施形態では、噴射ヘッド１００に比べて複雑な構成を有する消音手段１０２は
、取付け部材１２７によって、ノズル孔１０４の口径が異なる各種の噴射ヘッド１００に
着脱交換可能であるので、第１および第２消音材１１３，１０８を、各種の噴射ヘッド１
００に共通に使用することができるようになる。この共用化によって、第１および第２消
音材１１３，１０８の大量生産が容易であり、生産性が向上される。
【００４１】
　また、消火対象区画における消音の必要性の有無に依存して、個別的な選択使用が容易
に可能であり、消音の必要性のない消火対象区画では、取り外しておくことによって、ガ
ス消火設備の簡略化を図ることができる。さらに消音の必要性がなくなった消火対象区画
から取り外した消音手段１０２を、消音すべき他の消火対象区画に、取り付けて、再使用
することもでき、これによって経済性が良好であり、省エネルギ化が図られる。
【００４２】
　本発明の他の実施形態では、噴射ヘッド１００と消音手段１０２とが、一体的に、すな
わち取外しができないように、構成されてもよい。この実施形態では、噴射ヘッド本体１
０１の基部１３７が導管１４の端部１４ａに、第１ねじ１１２によって着脱交換可能に設
けられ、ノズル孔１０４の口径が異なる各種の噴射ヘッド１００を、個別的に選択して使
用するようにしてもよい。
【００４３】
　また、噴射ヘッド１００と消音手段１０２とを、第２ねじ１０７および取付け部材１２
７によって、予め接続して組立体としておき、その後、この組立体における噴射ヘッド本
体１０１の基部１３７を、導管１４の端部１４ａに、第１ねじ１１２によって接続する作
業性も良好である。
【００４４】
　さらに、導管１４の端部１４ａに第１ねじ１１２によって噴射ヘッド本体１０１の基部
１３７が接続されている既存の消火対象区画を、消音すべき消火対象区画にするために、
噴射ヘッド本体１０１の掛合部１３８に、消音手段１０２を、第２ねじ１０７によって接
続するとき、その接続の作業性も良好である。
【００４５】
　第１消音材１１３のノズル孔１０４に臨む側の端面と、噴射ヘッド本体１０１の第１消
音材１１３に対向する側の端面との間に、間隙１１５が存在する。消火ガスがノズル孔１
０４から噴射されるとき、微細な異物が、前記隙間に貯留して収納されるので、異物によ
るノズル孔１０４の目詰りを防ぐことができるとともに、異物の目詰りによる騒音の発生
および放出時の流量の低下を防ぐことができる。
【００４６】
　異物は、導管１４内に存在し、たとえば導管１４内の溶接によるスケールおよびスラグ
、導管がメッキ管であるとき、そのメッキ管内のメッキ層の剥離片、錆、ならびに管継手
において用いられるシール材の破片などである。また、噴射ヘッド１００内部での減圧お
よび半径方向外方への消火ガスの放出によって、消火ガス噴射時に噴射ヘッド１００から
導管１４に背後方向（図３の左方）へ作用する噴射反力を、図１０に示す従来技術の１／
９程度に低減することができる。
【００４７】
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　本発明の他の実施形態では、前述の実施形態における第１消音材１１３のノズル孔１０
４側に配設される端面と、噴射ヘッド本体１０１と取付け補助部材１０３とが一体化され
た噴射ヘッド７００の第１消音材１１３に対向して配設された端面との間を離間させても
、消音効果が低下しないことが、本件発明者によって確認された。実験とその結果とを、
図５と図６を参照して、以下に述べる。
【００４８】
　図５は、本件発明者によって実験が行われた噴射ヘッド７００と消音手段７０１，７０
１ａとを示す断面図であり、図６は本件発明者が、図５の構成によって消火ガスを放出し
たとき得られた音圧レベルの時間経過を示す図である。図５（１）では、導管７１４から
のＮ２ガスである消火ガスは、噴射ヘッド７００のノズル孔７０４から噴射される。
【００４９】
　噴射ヘッド７００に取付けられた整流部材７０３内には、４枚の第１消音材７０５が積
層されて収納される。また整流部材７０３の消火ガスの放出方向下流側（図５の右側）に
は、３枚の第２消音材７０６が積層されて配設される。第１消音材７０５を通過した消火
ガスは、整流部材７０３の整流孔７０７を通過して整流されて、第２消音材７０８へ流入
し、第２消音材７０８の周面７０９から半径方向外方へ放出するとともに、押え部材７２
８の放出孔７５２から消火対象区画内の空間に放出される。第１消音材７０５は、噴射ヘ
ッド５００のノズル孔７０４の出口端の平坦な端面に密着して当接する。
【００５０】
　導管７１４から噴射ヘッド７００へ供給される消火ガスの供給圧力は、例えば、３ＭＰ
ａ～７ＭＰａであり、消火ガスの放出流量は約５５ｍ３／ｍｉｎであり、ノズル孔５０４
から放出される消火ガスの流速は約６０～１００ｍ／ｓｅｃである。この実験で用いた消
音材５０８の空隙の空隙率は、約９７％であり、直径は約１３０ｍｍであり、第１消音材
７０６の厚みは５ｍｍ／枚、第２消音材７０８の厚みは１０ｍｍ／枚である。
【００５１】
　図５（２）では、消音手段７０１ａの第１消音材７０５は、噴射ヘッド７００のノズル
孔７０４の出口端の平坦な端面から約１ｍｍの間隙７５３をあけて配置され、そのほかの
構成は、図５（１）と同様である。
【００５２】
　図６は、本件発明者が、図５の構成によって消火ガスを放出したとき得られた音圧レベ
ルの時間経過を示す図である。ライン７５４は、図５（１）のように第１消音材７０５を
ノズル孔７０４の出口端の平坦な端面に密着して当接した構成による実験結果であり、ラ
イン７５５は、図５（２）のように第１消音材７０５をノズル孔７０４の出口端の平坦な
端面から間隙７５３をあけて配置した構成による実験結果である。
【００５３】
　これらの実験結果から、第１消音材７０５をノズル孔７０４の出口端の平坦な端面に密
着して当接した構成（図５（１））によれば、間隙７５３をあけて配置した構成（図５（
２））に比べて、消音効果の差がほとんどないことが確認された。したがって、第１消音
材７０５のノズル孔７０４に対向する端面と、噴射ヘッド７００の第１消音材７０５に対
向する端面との間に間隙７５３をあけても、消音効果が低下しないことが確認された。
【００５４】
　このような間隙７５３を、第１消音材７０５のノズル孔７０４に対向する端面と噴射ヘ
ッド７００の第１消音材７０５に対向する端面との間に設けることによって、消音効果を
低下させずに、微細な異物が、前記間隙７５３内に貯留して収納され、消火ガスがノズル
孔７０４から噴射されるとき、異物による第１および第２消音材７０５，７０６の目詰り
を防ぐとともに、異物の目詰りによる騒音の発生を防ぐことができる。異物は、導管１４
内に存在し、たとえば導管１４内の溶接によるスケールおよびスラグ、導管１４がメッキ
管であるとき、そのメッキ管内のメッキ層の剥離片、錆、ならびに管継手において用いら
れるシール材の破片などである。
【００５５】
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　図７は、本件発明者によって実験が行われた噴射ヘッド５００と消音手段５０２，５０
２ａとを示す断面図である。図７（１）では、導管５１４からのＮ２ガスである消火ガス
は、噴射ヘッド５００のノズル孔５０４から噴射される。
【００５６】
　噴射ヘッド５００に取付けられた消音手段５０２の直円筒状のハウジング５５１内には
、１１枚の消音材５０８が積層されて収納される。消音材５０８を通過した消火ガスは、
ハウジング５５１の放出孔５５２から消火対象区画内の空間に放出される。消音材５０８
は、噴射ヘッド５００のノズル孔５０４の出口端の平坦な端面に密着して当接する。
【００５７】
　導管５１４から噴射ヘッド５００へ供給される消火ガスの供給圧力は、例えば、３ＭＰ
ａ～７ＭＰａであり、消火ガスの放出流量は約５５ｍ３／ｍｉｎであり、ノズル孔５０４
から放出される消火ガスの流速は約６０～１００ｍ／ｓｅｃである。この実験で用いた消
音材５０８の空隙の空隙率は、約９７％であり、直径は約１３０ｍｍであり、厚みは１０
ｍｍ／枚である。
【００５８】
　図７（２）では、消音手段５０２ａの消音材５０８は、噴射ヘッド５００のノズル孔５
０４の出口端の平坦な端面から約１ｍｍの間隙５５３をあけて配置され、そのほかの構成
は、図７（１）と同様である。
【００５９】
　図８は、本件発明者が、図７の構成によって消火ガスを放出したとき得られた音圧レベ
ルの時間経過を示す図である。ライン５５４は、図７（１）のように、消音材５０８をノ
ズル孔５０４の出口端の平坦な端面に密着して当接した構成による実験結果であり、ライ
ン５５５は、図７（２）のように、消音材５０８をノズル孔５０４の出口端の平坦な端面
から間隙５５３をあけて配置した構成による実験結果である。
【００６０】
　これらの実験結果から、消音材５０８をノズル孔５０４の出口端の平坦な端面に密着し
て当接した構成（図７（１））によれば、間隙５５３をあけて配置した構成（図７（２）
）に比べて、約１６ｄＢもの大きな消音効果が得られたことが確認された。したがって、
消音材５０８のノズル孔５０４に対向する端面と、噴射ヘッド５００の消音材５０８に対
向する端面とを、密着して当接した実施形態によれば、消音効果が向上されることが確認
された。
【００６１】
　図９は、本発明の他の実施形態のガス消火装置を示す断面図である。このガス消火装置
の消音手段６００では、前述の案内部材１２１が省略される。図９を参照して、案内部材
１２１の働きを説明する。
【００６２】
　噴射ヘッド本体６０１の平板状のノズル部６０８の全面に均一に分布して形成された複
数の各ノズル孔６０９からの消火ガスは、各ノズル孔６０９の相互に平行な軸線に沿って
噴射され、ノズル孔６０９の下流に配置された第１消音材６１３および第２消音材６１０
が有する微細な空隙に、徐々にすなわち円滑、スムーズに、通過して減圧膨張してゆく。
噴射ヘッド本体６０１と第１および第２消音材６１３，６１０との各軸線は、一直線上に
ある。第１および第２消音材６１３，６１０の微細な空隙は、それらの中を通過する消火
ガスに圧力損失を与える。
【００６３】
　第２消音材６１０の中で、各ノズル孔６０９の軸線に沿って噴射された後、第２消音材
６１３および整流部材６１１の整流孔６１２を経て第２消音材６１０中へ噴射された消火
ガスが辿る経路は、簡略化のために直線であると仮定すると、各整流孔６１２から、全体
の形状がほぼ直円柱状である第２消音材６１０の最下流の端面までの経路長は、図９にお
いて参照符Ｌ６０１で示される。
【００６４】
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　整流部材６１１の側部から第２消音材６１０の周面６１４までの経路長は、図９におい
て参照符Ｌ６０２で示される。整流孔６１２から噴射される消火ガスの流量を大きくする
ために、整流部材６１１の外径を第２消音材６１０の軸線方向の長さに比べて比較的大き
く構成すると、Ｌ６０１＞Ｌ６０２である。
【００６５】
　消火ガスに作用する圧力損失は、これらの経路長Ｌ６０１、Ｌ６０２に比例し、したが
って第２消音材６１０の中における圧力損失の分布は、等しい圧力損失を生じる位置を連
ねた等圧線６０３のとおりである。圧力損失は、第２消音材６１０の軸線上の領域で最も
大きく、その軸線から遠ざかった周辺の領域になるにつれて小さくなる。整流孔６１２か
ら噴射される消火ガスは、圧力損失が小さい領域に流過しやすいので、第２消音材６１０
の中で消火ガスは、噴射ヘッド本体６０１の軸線方向へ仮想線の参照符６０４で示される
ように、また側方へ参照符６０５で示されるように進行し、さらに、背後の方向へも参照
符６０６で示されるように進行する。参照符６０４、６０５、６０６の長さは、消火ガス
の流量に対応して示され、前記側方および背後の方向へ比較的大流量の消火ガスが流れる
。消火対象区画内に消火ガスを迅速に満たすには、複数の第２消音材６１０のうちで壁面
付近（図９の左側）に設置された第２消音材から噴射ヘッド本体６０１の軸線方向に沿っ
て仮想線の参照符６０４で示される方向に、また側方へ参照符６０５で示される方向に、
できるだけ大流量で噴射し、背後の方向へ参照符６０６で示されるように進行する消火ガ
スの流量を抑制しなければならない。
【００６６】
　本発明の前述の図１～図８に関連して前述した各実施形態では、案内部材１２１は、消
音材１１３，１０８；７０５，７０８から噴射される消火ガスのうち、図９の背後の方向
６０６へ進行する消火ガスを阻止し、噴射ヘッド本体１０１および噴射ヘッド７００の軸
線方向６０４および側方６０５へ進行させる。これによって、たとえば消火ガス到達距離
が１５ｍ以上あるような大規模な消火対象区画においても、消火ガスを充分に拡散させて
、消火対象区画内の空間を所定の消火剤濃度に均一に短時間で到達させて、消火すること
ができるようになる。
【００６７】
　本発明のガス消火装置は、火災発生時に建物の消火対象区画内の空間に消火ガスを消火
剤として放出することによって、大規模な消火対象区画であっても消火ガスを充分に拡散
させて消火するために、広範囲に実施することができる。
【００６８】
　高圧力の消火ガスを建物内の消火対象区画内の空間に向けて噴射する消火ガス噴射装置
であって、前記消火ガス噴射装置は、噴射ヘッド１００と、前記噴射ヘッド１００からの
消火ガスの放出による音響を減衰させる消音手段１０２を有しており、前記消音手段１０
２は、前記噴射ヘッド１００側に設けられた第１消音部材としての第２消音材１０８と、
前記第１消音部材の下流側に設けられた第２消音部材としての第２消音材１０８とを有し
ており、前記第１および第２消音部材の各々は偏平な板状に形成され、気体が流通可能な
多孔性材料からなる。前記第１および第２消音部材が積層されることで円柱形状を構成し
ている。前記第１および第２消音部材は同一の外径を有する。前記第１および第２消音部
材は同一の厚みを有する。前記第１および第２消音部材の外周面全面が大気に露出してい
る。前記第２消音部材を固定するリング部材としての押え部材１２８をさらに備える。前
記消音手段は上流側に位置する第１消音手段としての第１消音材１１３と下流側に位置す
る第２消音手段としての第２消音材１０８とを有しており、前記第１消音手段と前記第２
消音手段との間には気体が流通可能な中間部材としての整流部材が配置されている。
【００６９】
　消音部材が偏平な板状に形成されることで、消音部材が撓みやすくなる。その結果、消
音部材の破損を防止することができる。
【００７０】
　図１０は、本発明の一実施形態のガス消火装置の噴射ヘッド２００と消音手段２０２を
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含む一部の構成を示す斜視図である。本実施形態のガス消火装置は、建物の消火対象区画
内に設けられ、高圧力の消火ガスを消火対象区画内の空間に向けて噴射する噴射ヘッド２
００と、噴射ヘッド２００が接続され、噴射ヘッド２００に高圧力の消火ガスを導く導管
１４と、導管１４に高圧力の消火ガスを供給する消火ガス供給源１５と、噴射ヘッド２０
０に形成されるノズル孔２０４（後述の図１２参照）から噴射される消火ガスの噴射に起
因して発生する音響を減衰させる消音手段２０２とを含む。
【００７１】
　消火ガスは、Ｎ２ガス、ＣＯ２ガスおよびハロゲン化物ガスなどの不燃ガスによって実
現される。このような消火ガスを、たとえば消火ガス到達距離が１５ｍ以上あるような大
規模な消火対象区画においても充分に拡散させ、消火対象区画内の空間を所定の消火剤濃
度に均一に短時間で到達させて、消火することができる。
【００７２】
　噴射ヘッド２００と消音手段２０２とによって、消火ガス噴射部２１１を構成する。こ
のような消火ガス噴射部２１１では、消火ガスは、消火ガス供給源１５から導管１４を経
て噴射ヘッド２００に供給される。導管１４は、消火ガス供給源１５に接続される主管２
３と、主管２３に介在される分岐管１８と、分岐管１８に接続される枝管１９とを含み、
このような導管１４を経て消火ガス供給源１５からの高圧力の消火ガスが前記噴射ヘッド
２００に導かれる。導管１４は、基台２０およびブラケット２１にＵボルトなどの締結具
２２によって締結され、振動および変位が抑制された状態で建物の躯体に設置される。
【００７３】
　図１１は、噴射ヘッド２００と消音手段２０２とを示す斜視図であり、図１２は噴射ヘ
ッド２００と消音手段２０２とを示す断面図である。消音機能を有する噴射ヘッド２００
は、消火ガスを使用するガス系消火設備において、消火対象区画に消火ガスを放出するた
めに壁に設置され、噴射ヘッド本体２０１に消音手段２０２がボルトなどの取付け部材２
２７によって着脱可能に取付けられて構成される。噴射ヘッド本体２０１には、チョーク
であるノズル孔２０４が直接形成される。ノズル孔２０４は、消火ガスの流量を希望する
値に制限する。
【００７４】
　噴射ヘッド本体２０１は、基部２０５と、その基部２０５に連なる外向きフランジ２０
６とを有する。基部２０５は、ねじ２０７によって噴射ヘッド本体２０１に着脱可能に取
付けられる。
【００７５】
　消音手段２０２は、気体が流通可能な多孔性材料からなる消音材２０８で構成する。消
音材２０８は、複数枚の各部材が、薄い円板状および薄い円環状の形状を有し、これらの
部材が積層されてなる。積層された消音材２０８の全体の形状は、ほぼ円柱状である。
【００７６】
　図１３は、案内部材２２１が噴射ヘッド本体２０１と消音材２０８とによって挟まれた
状態を示す一部の拡大断面図である。消音材２０８の一方側（図１２および図１３の左方
）の端面２２０は、案内部材２２１の環状の取付け部２２２に接して、噴射ヘッド本体２
０１の外向きフランジ２０６に臨んで配設される。案内部材２２１は、この取付け部２２
２と、取付け部２２２に連なり、消火ガスを案内する短筒状の案内部２２３とを有する。
【００７７】
　消音材２０８の周面２２４および他方側（図１２の右方）の端面２２５は、取付け部材
２２７を介して噴射ヘッド本体２０１の外向きフランジ２０６に消音材２０８を固定する
押え部材２２８に接する部分を除いて、大気に開放される。取付け部材２２７の軸部は、
押え部材２２８、消音材２０８、案内部材２２１の取付け部２２２を挿通して、噴射ヘッ
ド本体２０１の外向きフランジ２０６に螺着される。
【００７８】
　案内部材２２１の取付け部２２２は、図１３に示されるように、噴射ヘッド本体２０１
の外向きフランジ２０６に環状に凹んで形成された取付け座２３１に嵌り、その取付け座
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２３１よりも半径方向内方（図１３の下方）の端面２３２から間隙△Ｌ１だけ隆起する。
【００７９】
　再び図１２を参照して、噴射ヘッド２００において、噴射ヘッド本体２０１は、基部２
０５と、基部２０５に連なる外向きフランジ２０６とを有する。導管１４の端部１４ａに
は、噴射ヘッド２００の基部２０５が、テーパねじである第１ねじ２１２によって、着脱
交換可能に接続される。
【００８０】
　噴射ヘッド本体２０１は、噴射ヘッド本体２０１の基部２０５に着脱交換可能に設けら
れる。ノズル孔２０４の口径が異なる各種の噴射ヘッド本体２０１を、導管１４の長さな
どに依存して、個別的に選択使用される。その理由を、述べる。ガス消火装置は、その本
来の役目である消火のために必要な大きな流量（たとえば２万～１０万リットル／分)を
確保しながら、消火対象区画内の空間に消火ガスを速やかに充満させるように高い流速（
たとえば１００ｍ／ｓ）を確保して、消火ガスを放出することができるように構成されな
ければならない。そのために消防法施行規則は、ガス消火装置における噴射ヘッド２００
のノズル孔２０４からの消火ガスの放射圧力を１．９ＭＰａ以上と規定しており、実務上
は、２～３ＭＰａ（≒２０～３０ｋｇｆ／ｃｍ２、なお、さらに高い６ＭＰａ≒６０ｋｇ
ｆ／ｃｍ２くらいまで）の高い放射圧力で実施される。
【００８１】
　したがって噴射ヘッド２００のノズル孔２０４の口径の値は、ノズル孔２０４から噴射
される消火ガスが、前述の大きな流量、高い流速、高い放射圧力を達成するように、消火
ガス供給源１５から噴射ヘッド２００の設置場所までの導管１４の長さなど、したがって
管路抵抗に依存して、設定されなければならない。
【００８２】
　そのためノズル孔２０４の口径は、導管１４の長さなどによってそれぞれ異なり、した
がって噴射ヘッド２００の各設置場所毎に、ノズル孔２０４の口径が異なる各種の噴射ヘ
ッド２００を、個別的に選択して使用しなければならない。このようにガス消火装置にお
いて、ノズル孔２０４の口径が異なる各種の噴射ヘッド２００は、不可欠である。
【００８３】
　消音手段２０２は、消音材２０８と、押え部材２２８と取付け部材２２７とを有する。
消音材２０８は、気体が流通可能な多孔性材料から成り、たとえば微細な金属粉または微
細な金属線条体などが焼結された多孔質金属から成り、高圧力の消火ガスを円滑で緩慢な
減圧膨張によって流量を低下させずの効果的に消音効果を実現することができる。このよ
うな消音材２０８は、ノズル孔２０４の口径、長さ、数および形成位置などの消火ガスの
流動条件に応じて、空隙が粗密の異なる多孔性材料を適宜選択して用いることができる。
また消音材２０８として、たとえばワイヤメッシュを複数層、積層して構成されてもよく
、合成樹脂製繊維から成る板状の成形物または多孔性部材であってもよい。
【００８４】
　消音材２０８は、たとえば円板などの偏平な板状に形成され、複数枚がそれぞれ積層さ
れる。積層された消音材２０８の全体の形状のそれぞれは、たとえば円柱状である。その
積層された消音材２０８の軸線方向一方側（図１２の左方）の端面２２０は、噴射ヘッド
本体２０１に臨んで、たとえば接して、配置され、積層された消音材２０８の周面２２４
は、大気に開放される。
【００８５】
　押え部材２２８は、積層された消音材２０８の他方側（図１２の右方）の端面２２５を
押える。押え部材２２８は、偏平な板状であり、消音材２０８の周縁部に沿って延びるリ
ング状金属から成る。
【００８６】
　取付け部材２２７は、この実施形態では、ねじ部材としてのボルトであり、同一の参照
符を用いて示す。取付け部材２２７は、前記軸線Ｌ２０３まわりに等間隔に複数（たとえ
ば３）が軸対称に配置される。取付け部材２２７の軸部は、押え部材２２８と消音材２０
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８とにそれぞれ形成されたボルト挿通孔を挿通し、取付け部材２２７の頭部は、押え部材
２２８の消音材２０８とは反対側（図１２の右方）に係止する。取付け部材２２７の軸部
に形成されたおねじは、噴射ヘッド本体２０１の外向きフランジ２０６に開孔して刻設さ
れためねじに取外し可能に螺着される。これによって、取付け部材２２７は、積層された
消音材２０８を、外向きフランジ２０６と押え部材２２８との間で挟持して固定する。
【００８７】
　取付け部材２２７の各軸線は、導管１４の端部１４ａの軸線Ｌ１０３と平行である。導
管１４の端部１４ａと、噴射ヘッド２００と、消音手段２０２との各軸線は、一直線上に
ある。噴射ヘッド２００に消音手段２０２を取付けた状態で、導管１４の端部１４ａに、
噴射ヘッド本体２０１の基部２０５を、第１ねじ２１２によって接続する作業性が、良好
である。
【００８８】
　導管１４の端部１４ａの軸線Ｌ１０３は、噴射ヘッド本体２０１を含む噴射ヘッド２０
０と、消音材２０８と、押え部材２２８との各軸線は、一直線上にある。そのため、導管
１４の端部１４ａと噴射ヘッド本体２０１の基部２０５との第１ねじ２１２による接続、
および噴射ヘッド本体２０１とノズル部材２３４との第２ねじ２０７による接続の作業性
が、良好である。この接続作業性が良好であることは、多くの場合、噴射ヘッド２００と
消音手段２０２とが、建物内の消火対象区画内で、人の移動などに障害にならない個所で
ある人よりも高い天井などの個所に接続されることに鑑み、重要である。
【００８９】
　消火時に、ノズル孔２０４を通って噴射された高圧力の消火ガスは、消音材２０８が有
する微細な空隙を経て、徐々にすなわち円滑、スムーズに、通過して減圧膨張し、音響の
発生が低減抑制され、建物内の消火対象区画内の空間に噴射される。消音材２０８の周面
２２４からの消火ガスは、天井付近で水平に放射状に噴射されて消火対象区画内の空間の
全域に均一に、かつ速やかに拡散することができる。したがって消火対象区画の迅速な消
火を達成することができる。
【００９０】
　この消音材２０８によって、構成を小形化しつつ、噴射ヘッドから消火ガスの噴射流に
起因する音響を減衰させることができ、噴射および消音の特性を正確に調整して、消火ガ
ス流量を低下させずに大きな音響低減効果を達成することができる。
【００９１】
　前述の実施形態では、噴射ヘッド２００に比べて複雑な構成を有する消音手段２０２は
、取付け部材２２７によって、ノズル孔２０４の口径が異なる各種の噴射ヘッド２００に
着脱交換可能であるので、消音材２０８を、各種の噴射ヘッド２００に共通に使用するこ
とができるようになる。この共用化によって、消音材２０８の大量生産が容易であり、生
産性が向上される。
【００９２】
　また、消火対象区画における消音の必要性の有無に依存して、個別的な選択使用が容易
に可能であり、消音の必要性のない消火対象区画では、取り外しておくことによって、ガ
ス消火設備の簡略化を図ることができる。さらに消音の必要性がなくなった消火対象区画
から取り外した消音手段２０２を、消音すべき他の消火対象区画に、取り付けて、再使用
することもでき、これによって経済性が良好であり、省エネルギ化が図られる。
【００９３】
　本発明の他の実施形態では、噴射ヘッド２００と消音手段２０２とが、一体的に、すな
わち取外しができないように、構成されてもよい。この実施形態では、噴射ヘッド本体２
０１の基部２０５が導管１４の端部１４ａに、第１ねじ２１２によって着脱交換可能に設
けられ、ノズル孔２０４の口径が異なる各種の噴射ヘッド２００を、個別的に選択して使
用するようにしてもよい。
【００９４】
　また、噴射ヘッド２００とノズル部材２３４とを、第２ねじ２０７によって、予め接続



(15) JP 6196955 B2 2017.9.13

10

20

30

40

50

して組立体としておき、その後、この組立体における噴射ヘッド本体２０１の基部２０５
を、導管１４の端部１４ａに、第１ねじ２１２によって接続する作業性も良好である。
【００９５】
　さらに、導管１４の端部１４ａに第１ねじ２１２によって噴射ヘッド本体２０１の基部
２０５が接続されている既存の消火対象区画を、消音すべき消火対象区画にするために、
噴射ヘッド本体２０１に、消音手段２０２を、取付け部材２２７によって接続するとき、
その接続の作業性も良好である。
【００９６】
　消音材２０８のノズル孔２０４に臨む側の端面と、噴射ヘッド本体２０１の消音材２０
８に対向する側の端面との間に、軸線Ｌ２０３の方向に間隔ΔＬ２を有する間隙２１５が
存在する。消火ガスがノズル孔２０４から噴射されるとき、微細な異物が、前記隙間に貯
留して収納されるので、異物によるノズル孔２０４の目詰りを防ぐことができるとともに
、異物の目詰りによる騒音の発生および放出時の流量の低下を防ぐことができる。
【００９７】
　異物は、導管１４内に存在し、たとえば導管１４内の溶接によるスケールおよびスラグ
、導管がメッキ管であるとき、そのメッキ管内のメッキ層の剥離片、錆、ならびに管継手
において用いられるシール材の破片などである。また、噴射ヘッド１００内部での減圧お
よび半径方向外方への消火ガスの放出によって、消火ガス噴射時に噴射ヘッド１００から
導管１４に背後方向（図１２の左方）へ作用する噴射反力を、図２８に示す従来技術の１
／９程度に低減することができる。
【００９８】
　本発明の実施の他の形態では、前述の実施形態における消音材２０８のノズル孔２０４
側に配設される端面と、噴射ヘッド本体２０１の消音材２０８に対向して配設された端面
との間を離間させても、消音効果が低下しないことが、本件発明者によって確認された。
実験とその結果とを、図１４と図１５を参照して、以下に述べる。
【００９９】
　図１４は、本件発明者によって実験が行われた噴射ヘッド５００と消音手段５０２，５
０２ａとを示す断面図である。図１４（１）では、導管５１４からのＮ２ガスである消火
ガスは、噴射ヘッド５００のノズル孔５０４から噴射される。
【０１００】
　噴射ヘッド５００に取付けられた消音手段５０２の直円筒状のハウジング５５１内には
、１１枚の消音材５０８が積層されて収納される。消音材５０８を通過した消火ガスは、
ハウジング５５１の放出孔５５２から消火対象区画内の空間に放出される。消音材５０８
は、噴射ヘッド５００のノズル孔５０４の出口端の平坦な端面に密着して当接する。
【０１０１】
　導管５１４から噴射ヘッド５００へ供給される消火ガスの供給圧力は、例えば、３ＭＰ
ａ～７ＭＰａであり、消火ガスの放出流量は約５５ｍ３／ｍｉｎであり、ノズル孔５０４
から放出される消火ガスの流速は約６０～１００ｍ／ｓｅｃである。この実験で用いた消
音材５０８の空隙の空隙率は、約９７％であり、直径は約１３０ｍｍであり、厚みは１０
ｍｍ／枚である。
【０１０２】
　図１４（２）では、消音手段５０２ａの消音材５０８は、噴射ヘッド５００のノズル孔
５０４の出口端の平坦な端面から約１ｍｍの間隙５５３をあけて配置され、そのほかの構
成は、図１４（１）と同様である。
【０１０３】
　図１５は、本件発明者が、図１４の構成によって消火ガスを放出したとき得られた音圧
レベルの時間経過を示す図である。ライン５５４は、図１４（１）のように、消音材５０
８をノズル孔５０４の出口端の平坦な端面に密着して当接した構成による実験結果であり
、ライン５５５は、図１４（２）のように、消音材５０８をノズル孔５０４の出口端の平
坦な端面から間隙５５３をあけて配置した構成による実験結果である。
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【０１０４】
　これらの実験結果から、消音材５０８をノズル孔５０４の出口端の平坦な端面に密着し
て当接した構成（図１４（１））によれば、間隙５５３をあけて配置した構成（図１４（
２））に比べて、約１６ｄＢもの大きな消音効果が得られたことが確認された。したがっ
て、消音材５０８のノズル孔５０４に対向する端面と、噴射ヘッド５００の消音材５０８
に対向する端面とを、密着して当接した実施形態によれば、消音効果が向上されることが
確認された。
【０１０５】
　したがって、図１０～図１３の実施形態のように、消音材２０８のノズル孔２０４に臨
む側の端面と、噴射ヘッド本体２０１の消音材２０８に対向する側の端面との間に間隙２
１５を設けるに際して、軸線Ｌ２０３の方向に間隔ΔＬ２を上記消音効果が低下しない範
囲、たとえば０．１ｍｍ～１．５ｍｍとすることによって、消音効果を実質上低下させず
に、異物による消音材２０８の目詰まりを防止することができる。
【０１０６】
　図１６は、本発明の他の実施形態のガス消火装置を示す断面図である。このガス消火装
置の消音手段６００では、前述の案内部材２２１が省略される。図１６を参照して、案内
部材２２１の働きを説明する。
【０１０７】
　噴射ヘッド本体６０１の平板状の前述の端壁２４１に対応するノズル部６０８の全面に
均一に分布して形成された複数の各ノズル孔６０９からの消火ガスは、各ノズル孔６０９
の相互に平行な軸線に沿って噴射され、ノズル孔６０９の下流に配置された消音材６１３
が有する微細な空隙に、徐々にすなわち円滑、スムーズに、通過して減圧膨張してゆく。
噴射ヘッド本体６０１と消音材６１３との各軸線は、一直線上にある。消音材６１３の微
細な空隙は、それらの中を通過する消火ガスに圧力損失を与える。
【０１０８】
　ノズル孔６０９から消音材６１３中へ噴射された消火ガスが辿る経路は、簡略化のため
に直線であると仮定すると、ノズル部６０８から、全体の形状がほぼ直円柱状である消音
材６１３の最下流の端面までの経路長は、図１６において参照符Ｌ６０１で示される。
【０１０９】
　ノズル部６０８の側部から消音材６１３の周面までの経路長は、図１６において参照符
Ｌ６０２で示される。ノズル部６０８から噴射される消火ガスの流量を大きくするために
、ノズル部６０８の外径を消音材６１３の軸線方向の長さに比べて比較的大きく構成する
と、Ｌ６０１＞Ｌ６０２である。
【０１１０】
　消火ガスに作用する圧力損失は、これらの経路長Ｌ６０１、Ｌ６０２に比例し、したが
って消音材６１３の中における圧力損失の分布は、等しい圧力損失を生じる位置を連ねた
等圧線６０３のとおりである。圧力損失は、消音材６１３の軸線上の領域で最も大きく、
その軸線から遠ざかった周辺の領域になるにつれて小さくなる。ノズル部６０８から噴射
される消火ガスは、圧力損失が小さい領域に流過しやすいので、消音材６１３の中で消火
ガスは、噴射ヘッド本体６０１の軸線方向へ仮想線の参照符６０４で示されるように、ま
た側方へ参照符６０５で示されるように進行し、さらに、背後の方向へも参照符６０６で
示されるように進行する。参照符６０４、６０５、６０６の長さは、消火ガスの流量に対
応して示され、前記側方および背後の方向へ比較的大流量の消火ガスが流れる。消火対象
区画内に消火ガスを迅速に満たすには、複数の消音材６１３のうちで壁面付近（図１６の
左側）に設置された消音材から噴射ヘッド本体６０１の軸線方向に沿って仮想線の参照符
６０４で示される方向に、また側方へ参照符６０５で示される方向に、できるだけ大流量
で噴射し、背後の方向へ参照符６０６で示されるように進行する消火ガスの流量を抑制し
なければならない。
【０１１１】
　本発明の前述の図１０～図１６に関連して前述した各実施形態では、案内部材２２１は
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、消音材６１３から噴射される消火ガスのうち、図１６の背後の方向６０６へ進行する消
火ガスを阻止し、噴射ヘッド本体６０１の軸線方向６０４および側方６０５へ進行させる
。これによって、たとえば消火ガス到達距離が１５ｍ以上あるような大規模な消火対象区
画においても、消火ガスを充分に拡散させて、消火対象区画内の空間を所定の消火剤濃度
に均一に短時間で到達させて、消火することができるようになる。
【０１１２】
　本発明のガス消火装置は、火災発生時に建物の消火対象区画内の空間に消火ガスを消火
剤として放出することによって、大規模な消火対象区画であっても消火ガスを充分に拡散
させて消火するために、広範囲に実施することができる。
【０１１３】
　高圧力の消火ガスを建物内の消火対象区画内の空間に向けて噴射する消火ガス噴射装置
であって、前記消火ガス噴射装置は、噴射ヘッド１００と、前記噴射ヘッド１００からの
消火ガスの放出による音響を減衰させる消音手段２０２を有しており、前記消音手段２０
２は、前記噴射ヘッド１００側に設けられた第１消音部材としての消音材２０８と、前記
第１消音部材の下流側に設けられた第２消音部材としての消音材２０８とを有しており、
前記第１および第２消音部材の各々は偏平な板状に形成され、気体が流通可能な多孔性材
料からなる。前記第１および第２消音部材が積層されることで円柱形状を構成している。
前記第１および第２消音部材は同一の外径を有する。前記第１および第２消音部材は同一
の厚みを有する。前記第１および第２消音部材の外周面全面が大気に露出している。前記
第２消音部材を固定する環状部材としての押え部材２２８をさらに備える。
【０１１４】
　図１７は、本発明の一実施形態のガス消火装置の噴射ヘッド３００と消音手段３０２を
含む一部の構成を示す斜視図である。本実施形態のガス消火装置は、建物の消火対象区画
内に設けられ、高圧力の消火ガスを消火対象区画内の空間に向けて噴射する噴射ヘッド３
００と、噴射ヘッド３００が接続され、噴射ヘッド３００に高圧力の消火ガスを導く導管
３１４と、導管３１４に高圧力の消火剤ガスを供給する消火ガス供給源３１５と、噴射ヘ
ッド３００に形成されるノズル孔３０４（後述の図１９参照）から噴射される消火ガスの
噴射に起因して発生する音響を減衰させる消音手段３０２とを含む。
【０１１５】
　消火ガスは、Ｎ２ガスおよびＣＯ２ガスなどの不活性ガスまたはハロゲン化物ガスなど
の活性ガスによって実現される。このような消火ガスを、たとえば消火ガス到達距離が１
５ｍ以上あるような大規模な消火対象区画においても充分に拡散させ、消火対象区画内の
空間を所定の消火剤濃度に均一に短時間で到達させて、消火することができる。
【０１１６】
　噴射ヘッド３００と消音手段３０２とによって、消火ガス噴射部３１１を構成する。こ
のような消火ガス噴射部３１１では、消火ガスは、消火ガス供給源３１５から導管３１４
を経て噴射ヘッド３００に供給される。導管３１４は、消火ガス供給源３１５に接続され
る主管３２３と、主管３２３に介在される分岐管３１８と、分岐管３１８に接続される枝
管３１９とを含み、このような導管３１４を経て消火ガス供給源３１５からの高圧力の消
火ガスが前記噴射ヘッド３００に導かれる。導管３１４は、基台３１６およびブラケット
３２１にＵボルトなどの締結具３２２によって締結され、振動および変位が抑制された状
態で建物の躯体に設置される。
【０１１７】
　図１８は、噴射ヘッド３００と消音手段３０２とを示す斜視図であり、図１９は噴射ヘ
ッド３００と消音手段３０２とを示す断面図である。噴射ヘッド３００は、消火ガスを使
用するガス系消火装置において消火対象区画内の空間に消火ガスを放出するために、天井
に設置される。噴射ヘッド３００は、噴射ヘッド本体３０１とノズル部材３３９とを有す
る。噴射ヘッド本体３０１には、消音手段３０２が取付けられる。
【０１１８】
　噴射ヘッド３００において、噴射ヘッド本体３０１は、基部３３７と、基部３３７に連
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なる外向きフランジ３３８とを有する。導管３１４の端部３０３には、噴射ヘッド３００
の基部３３７が、テーパねじである第１ねじ３１２によって、着脱交換可能に接続される
。
【０１１９】
　ノズル部材３３９は、筒部３４０と、端壁３４１とを有する。筒部３４０は、導管３１
４の端部３０３の上下の軸線Ｌ３０３に沿って延びる。この筒部３４０は、複数のノズル
孔３０４が形成される周壁３４２と、周壁３４２の軸線方向一端部（図１９の上方）に連
なり、噴射ヘッド本体３０１の基部３３７に第２ねじによって着脱交換可能に接続される
基端部３０６とを有する。端壁３４１は、周壁３４２の軸線方向他端部（図１９の下方）
を閉塞する。ノズル孔３０４は、消火ガスの流量を希望する値に制限する。
【０１２０】
　ノズル部材３３９の基端部３０６は、噴射ヘッド本体３０１の基部３３７に着脱交換可
能に設けられる。ノズル孔３０４の口径が異なる各種のノズル部材３３９を、導管３１４
の長さなどに依存して、個別的に選択使用される。その理由を、述べる。ガス消火装置は
、その本来の役目である消火のために必要な大きな流量（たとえば２万～１０万リットル
／分)を確保しながら、消火対象区画内の空間に消火ガスを速やかに充満させるように高
い流速（たとえば１００ｍ／ｓ）を確保して、消火ガスを放出することができるように構
成されなければならない。そのために消防法施行規則は、ガス消火装置における噴射ヘッ
ド３００のノズル孔３０４からの消火剤ガスの放射圧力を１．９ＭＰａ以上と規定してお
り、実務上は、２～３ＭＰａ（≒２０～３０ｋｇｆ／ｃｍ２、なお、さらに高い６ＭＰａ
≒６０ｋｇｆ／ｃｍ２くらいまで）の高い放射圧力で実施される。
【０１２１】
　したがって噴射ヘッド３００のノズル孔３０４の口径の値は、ノズル孔３０４から噴射
される消火剤ガスが、前述の大きな流量、高い流速、高い放射圧力を達成するように、消
火ガス供給源３１５から噴射ヘッド３００の設置場所までの導管３１４の長さなど、した
がって管路抵抗に依存して、設定されなければならない。そのためノズル孔３０４の口径
は、導管３１４の長さなどによってそれぞれ異なり、したがって噴射ヘッド３００の各設
置場所毎に、ノズル孔３０４の口径が異なる各種の噴射ヘッド３００を、個別的に選択し
て使用しなければならない。このようにガス消火装置において、ノズル孔３０４の口径が
異なる各種の噴射ヘッド３００は、不可欠である。
【０１２２】
　消音手段３０２は、消音材３０８と押え部材３２８と取付け部材３２７とを有する。消
音材３０８は、気体が流通可能な多孔性材料から成り、たとえば微細な金属粉または微細
な金属線条体などが焼結された多孔質金属から成り、またはたとえばワイヤメッシュを複
数層積層して構成されてもよく、合成樹脂製であってもよい。このような消音材３０８は
、ノズル孔３０４の口径、長さ、数、形成位置などの消火ガスの流動条件に応じて、空隙
が粗密の異なる多孔性材料を適宜選択して用いることができる。
【０１２３】
　消音材３０８は、たとえば円板などの偏平な板状に形成され、複数枚が積層される。積
層された消音材３０８の全体の形状は、たとえば円柱状である。その積層された消音材３
０８の軸線方向一方側（図１９の上方）の端面３２０は、噴射ヘッド本体３０１の外向き
フランジ３３８における図１９の下面に臨んで、たとえば接して、配置され、積層された
消音材３０８の周面３２４は、大気に開放される。消音材３０８には、ノズル部材３３９
の筒部３４０が挿通する挿通孔３１０が形成される。
【０１２４】
　押え部材３２８は、積層された消音材３０８の他方側（図１９の下方）の端面３２５を
押える。押え部材３２８は、偏平な板状であり、消音材３０８の周面３２４に沿って延び
る周面を有する。
【０１２５】
　取付け部材３２７は、この実施の形態では、ねじ部材としてのボルトであり、同一の参
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照符を用いて示す。ボルト３２７は、前記軸線Ｌ３０３まわりに等間隔に複数（たとえば
６）配置される。ボルト３２７の軸部は、押え部材３２８と消音材３０８とにそれぞれ形
成されたボルト挿通孔を挿通し、ボルト３２７の頭部は、押え部材３２８の消音材３０８
とは反対側（図１９の下方）に係止する。ボルト３２７の軸部に形成されたおねじは、外
向きフランジ３３８に開孔して刻設されためねじに取外し可能に螺着される。これによっ
て、ボルト３２７は、積層された消音材３０８を、外向きフランジ３３８と押え部材３２
８との間で挟持して固定する。
【０１２６】
　ボルト３２７の各軸線は、導管３１４の端部３０３の軸線Ｌ３０３と平行である。導管
３１４の端部３０３と、噴射ヘッド３００と、消音手段３０２との各軸線は、一直線上に
ある。噴射ヘッド３００に消音手段３０２を取付けた状態で、導管３１４の端部３０３に
、噴射ヘッド本体３０１の基部３３７を、第１ねじ３１２によって接続する作業性が、良
好である。
【０１２７】
　導管３１４の端部３０３の軸線Ｌ３０３は、噴射ヘッド本体３０１およびノズル部材３
３９を含む噴射ヘッド３００と、消音材３０８と、押え部材３２８との各軸線は、一直線
上にある。そのため、導管３１４の端部３０３と噴射ヘッド本体３０１の基部３３７との
第１ねじ３１２による接続、および噴射ヘッド本体３０１の基部３３７とノズル部材３３
９の基端部３０６との第２ねじ３０７による接続の作業性が、良好である。この接続作業
性が良好であることは、多くの場合、噴射ヘッド３００と消音手段３０２とが、建物内の
消火対象区画内で、人の移動などに障害にならない個所である人よりも高い天井などの個
所に接続されることに鑑み、重要である。
【０１２８】
　消火時に、ノズル孔３０４を通って噴射された高圧力の消火ガスは、消音材３０８が有
する微細な空隙を経て、徐々にすなわち円滑、スムーズに、通過して減圧膨張し、音響の
発生が低減抑制され、建物内の消火対象区画内の空間に噴射される。消音材３０８の周面
３２４からの消火ガスは、天井付近で水平に放射状に噴射されて消火対象区画内の空間の
全域に均一に、かつ速やかに拡散することができる。したがって消火対象区画の迅速な消
火を達成することができる。
【０１２９】
　この消音材３０８によって、構成を小形化しつつ、大きな音響低減効果を達成すること
ができる。
【０１３０】
　前述の実施形態では、噴射ヘッド３００に比べて複雑な構成を有する消音手段３０２は
、ボルト３２７によって、ノズル孔３０４の口径が異なる各種の噴射ヘッド３００に着脱
交換可能であるので、消音手段３０２を、各種の噴射ヘッド３００に共通に使用すること
ができるようになる。この共用化によって、消音手段３０２の大量生産が容易であり、生
産性が向上される。
【０１３１】
　また、消火対象区画における消音の必要性の有無に依存して、個別的な選択使用が容易
に可能であり、消音の必要性のない消火対象区画では、取り外しておくことによって、ガ
ス消火設備の簡略化を図ることができる。さらに消音の必要性がなくなった消火対象区画
から取り外した消音手段３０２を、消音すべき他の消火対象区画に、取り付けて、再使用
することもでき、これによって経済性が良好であり、省エネルギ化が図られる。
【０１３２】
　本発明の他の実施形態では、噴射ヘッド３００と消音手段３０２とが、一体的に、すな
わち取外しができないように、構成されてもよい。この実施の形態では、噴射ヘッド本体
３０１の基部３３７が導管３１４の端部３０３に、第１ねじ３１２によって着脱交換可能
に設けられ、ノズル孔３０４の口径が異なる各種の噴射ヘッド３００を、個別的に選択し
て使用するようにしてもよい。
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【０１３３】
　また、噴射ヘッド３００と消音手段３０２とを、第２ねじ３０７および取付け部材３２
７によって、予め接続して組立体としておき、その後、この組立体における噴射ヘッド本
体３０１の基部３３７を、導管３１４の端部３０３に、第１ねじ３１２によって接続する
作業性も良好である。
【０１３４】
　さらに、導管３１４の端部３０３に第１ねじ３１２によって噴射ヘッド本体３０１の基
部３３７が接続されている既存の消火対象区画を、消音すべき消火対象区画にするために
、噴射ヘッド本体３０１の外向きフランジ３３８に、消音手段３０２を、取付け部材３２
７によって接続するとき、その接続の作業性も良好である。
【０１３５】
　消音材３０８の挿通孔３１０の内周面と、ノズル部材３３９の筒部３４０の外周面との
間に、間隙が存在する。消火ガスがノズル孔３０４から噴射されるとき、微細な異物が、
前記隙間に貯留して収納されるので、異物によるノズル孔３０４の目詰りを防ぐことがで
きるとともに、異物の目詰りによる騒音の発生および放出時の流量の低下を防ぐことがで
きる。
【０１３６】
　異物は、導管３１４内に存在し、たとえば導管３１４内の溶接によるスケールおよびス
ラグ、導管がメッキ管であるとき、そのメッキ管内のメッキ層の剥離片、錆、ならびに管
継手において用いられるシール材の破片などである。また、噴射ヘッド１００内部での減
圧および半径方向外方への消火ガスの放出によって、消火ガス噴射時に噴射ヘッド１００
から導管１４に背後方向（図１９の左方）へ作用する噴射反力を、図３１に示す従来技術
の１／９程度に低減することができる。
【０１３７】
　本発明の他の実施形態では、消音材３０８の挿通孔３１０の内周面と、ノズル部材３３
９の筒部３４０の外周面とは、密着する。この構成によって、消音効果が向上されること
が、本件発明者によって確認された。実験とその結果とを、図２０と図２１を参照して、
以下に述べる。
【０１３８】
　図２０は、本件発明者によって実験が行われた噴射ノズル５００と消音手段５０２，５
０２ａとを示す断面図である。図２０（１）では、導管５１４からのＮ２ガスである消火
ガスは、噴射ヘッド５００のノズル孔５０４から噴射される。噴射ヘッド５００に取付け
られた消音手段５０２の直円筒状ハウジング５５１内には、１１枚の消音材５０８が詰め
て収納される。消音材５０８を通過した消火ガスは、ハウジング５５１の放出孔５２から
消火対象区画内の空間に放出される。消音材５０８は、噴射ヘッド５００のノズル孔５０
４の出口端の平坦な端面に密着して当接する。
【０１３９】
　導管５１４から噴射ノズル５００へ供給される消火ガスの供給圧力は、例えば、３ＭＰ
ａ～７ＭＰａであり、消火ガスの放出流量は約５５ｍ３／ｍｉｎであり、ノズル孔５０４
から放出される消火ガスの流速は約６０～１００ｍ／ｓｅｃである。この実験で用いた消
音材５０８の空隙の空隙率は、約９７％であり、直径は約１３０ｍｍであり、厚みは１０
ｍｍ／枚である。
【０１４０】
　図２０（２）では、消音手段５００ａの消音材５０８は、噴射ヘッド５００のノズル孔
５０４の出口端の平坦な端面から約１ｍｍ間隙５５３をあけて配置され、そのほかの構成
は、図２１（１）と同様である。
【０１４１】
　図２１は、本件発明者が、図２０の構成によって消火ガスを放出したとき得られた音圧
レベルの時間経過を示す図である。ライン５５４は、図２０（１）のように消音材５０８
をノズル孔５０４の出口端の平坦な端面に密着して当接した構成による実験結果であり、
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ライン５５５は、図２０（２）のように消音材５０８をノズル孔５０４の出口端の平坦な
端面から間隙５５３をあけて配置した構成による実験結果である。
【０１４２】
　これらの実験結果から、消音材５０８をノズル孔５０４の出口端の平坦な端面に密着し
て当接した構成（図２０（１））によれば、間隙５５３をあけて配置した構成（図２０（
２））に比べて、約１２ｄＢもの大きな消音効果が得られたことが確認された。したがっ
て、消音材３０８の挿通孔３１０の内周面と、ノズル部材３３９の筒部３４０の外周面と
を、密着して当接した実施の形態によれば、消音効果が向上されることが判った。
【０１４３】
　したがって、図１７～図２０の実施形態のように、消音材３０８のノズル孔３０４に臨
む側の端面と、噴射ヘッド本体３０１の消音材３０８に対向する側の端面との間に間隙３
１５を設けるに際して、軸線Ｌ３０３の方向に間隔を上記消音効果が低下しない範囲、た
とえば０．１ｍｍ～１．５ｍｍとすることによって、消音効果を実質上低下させずに、異
物による消音材３０８の目詰まりを防止することができる。
【０１４４】
　本発明のガス消火装置は、火災発生時に建物の消火対象区画内の空間に消火ガスを消火
剤として放出することによって、大規模な消火対象区画であっても消火ガスを充分に拡散
させて消火するために、広範囲に実施することができる。
【０１４５】
　高圧力の消火ガスを建物内の消火対象区画内の空間に向けて噴射する消火ガス噴射装置
であって、前記消火ガス噴射装置は、噴射ヘッド３００と、前記噴射ヘッド３００からの
消火ガスの放出による音響を減衰させる消音手段３０２を有しており、前記消音手段３０
２は、前記噴射ヘッド３００側に設けられた第１消音部材としての消音材３０８と、前記
第１消音部材の下流側に設けられた第２消音部材としての消音材３０８とを有しており、
前記第１および第２消音部材の各々は偏平な板状に形成され、気体が流通可能な多孔性材
料からなる。前記第１および第２消音部材が積層されることで円筒形状を構成している。
前記第１および第２消音部材は同一の外径を有する。前記第１および第２消音部材は同一
の厚みを有する。前記第１および第２消音部材の外周面全面が大気に露出している。前記
第２消音部材を固定する板状の押え部材３２８をさらに備える。
【０１４６】
　図２２は、本発明の一実施形態のガス消火装置の噴射ヘッド４００と消音手段４０２を
含む一部の構成を示す斜視図である。本実施形態のガス消火装置は、建物の消火対象区画
内の壁に設けられ、高圧力の消火ガスを消火対象区画内の空間に向けて噴射する噴射ヘッ
ド４００と、噴射ヘッド４００が接続され、噴射ヘッド４００に高圧力の消火ガスを導く
導管１４と、導管１４に高圧力の消火ガスを供給する消火ガス供給源１５と、噴射ヘッド
４００に形成されるノズル孔４０４（後述の図２４参照）から噴射される消火ガスの噴射
に起因して発生する音響を減衰させる消音手段４０２とを含む。
【０１４７】
　消火ガスは、Ｎ２ガス、ＣＯ２ガスおよびハロゲン化物ガスなどの不燃ガスによって実
現される。このような消火ガスを、たとえば消火ガス到達距離が１５ｍ以上あるような大
規模な消火対象区画においても充分に拡散させ、消火対象区画内の空間を所定の消火剤濃
度に均一に短時間で到達させて、消火することができる。
【０１４８】
　噴射ヘッド４００と消音手段４０２とによって、消火ガス噴射部４１１を構成する。こ
のような消火ガス噴射部４１１では、消火ガスは、消火ガス供給源１５から導管１４を経
て噴射ヘッド４００に供給される。導管１４は、消火ガス供給源１５に接続される主管２
３と、主管２３に介在される分岐管１８と、分岐管１８に接続される枝管１９とを含み、
このような導管１４を経て消火ガス供給源１５からの高圧力の消火ガスが前記噴射ヘッド
４００に導かれる。導管１４は、基台２０およびブラケット２１にＵボルトなどの締結具
２２によって締結され、振動および変位が抑制された状態で建物の躯体に設置される。
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【０１４９】
　図２３は、噴射ヘッド４００と消音手段４０２とを示す斜視図であり、図２４は噴射ヘ
ッド４００と消音手段４０２とを示す断面図である。消音機能を有する噴射ヘッド４００
は、消火ガスを使用するガス系消火設備において消火対象区画に消火ガスを放出するため
に壁に設置され、噴射ヘッド本体４０１に消音手段４０２が取付け補助部材４０３によっ
て取付けられて構成される。
【０１５０】
　取付け補助部材４０３は、基部４０５と、その基部４０５に連なる外向きフランジ４０
６とを有する。基部４０５は、ねじ４０７によって噴射ヘッド本体４０１に着脱交換可能
に取付けられる。取付け補助部材４０３には、チョークであるノズル孔４０４が形成され
たノズル部材４０９がねじ４１０によって着脱交換可能に取付けられる。ノズル孔４０４
は、消火ガスの流量を希望する値に制限する。
【０１５１】
　消音手段４０２は、気体が流通可能な多孔性材料からなる消音材４０８で構成する。消
音材４０８は、複数枚の各部材が、薄い円板状および薄い円環状の形状を有し、これらの
部材が積層されてなる。積層された消音材４０８の全体の形状は、ほぼ円柱状である。こ
のような消音材４０８は、ノズル孔４０４の口径および長さ、該ノズル孔４０４の数、形
成位置などの消火ガスの流動条件に応じて、空隙が粗密の異なる多孔性材料を適宜選択し
て用いることができる。
【０１５２】
　ノズル部材４０９において、ノズル孔４０４の出口部端面と、消音材４０８との間には
、ノズル孔４０４からの微細な錆などの異物を留めて収納する間隙４１５を形成し、これ
によって消音材４０８の異物による目詰りを防ぐ。
【０１５３】
　消音材４０８の一方側（図２４および図２５の左方）の端面４２０は、案内部材４２１
の環状の取付け部４２２に接して、取付け補助部材４０３の外向きフランジ４０６に臨ん
で配設される。案内部材４２１は、この取付け部４２２と、取付け部４２２に連なり消火
ガスを案内する短筒状の案内部４２３と、後述の拡開部４４３とを有する。
【０１５４】
　消音材４０８の他方側（図２４および図２５の右方）の端面４２５は、ボルトなどの取
付け部材４２７を介して取付け補助部材４０３の外向きフランジ４０６に消音材４０８を
固定するリング状の押え部材４２８に接する部分を除いて、大気に開放される。取付け部
材４２７の軸部は、押え部材４２８、消音材４０８、案内部材４２１の取付け部４２２を
挿通して、取付け補助部材４０３の外向きフランジ４０６に螺着される。
【０１５５】
　消音材４０８の周面４２４は、案内部材４２１の案内部４２３の短筒状、詳しくは円筒
状の内周面に密着して囲まれる。案内部４２３は、拡開部４４３が押え部材４２８よりも
消火ガスの噴射方向下流側で、その下流側に遠ざかるにつれて半径方向外方に拡大するよ
うに、すなわち略円錐台状に形成される。
【０１５６】
　案内部材４２１は拡開部４４３を有するので、消音材４０８の軸線方向他方側の端面か
ら放出された消火ガスが放出直後に、噴射ヘッド４００の軸線Ｌ４０３に関して半径方向
外方へ拡散してしまうことが抑制され、遠方まで消火ガスを到達させて、消火対象区間内
に所要量の消火ガスを放出することができる。
【０１５７】
　案内部材４２１の取付け部４２２は、図２５に示されるように、取付け補助部材４０３
の外向きフランジ４０６に環状に凹んで形成された取付け座４３１に嵌り、その取付け座
４３１よりも半径方向内方（図２５の下方）の端面４３２から間隙△Ｌ４だけ突出する。
【０１５８】
　消音材４０８の一方側（図２４および図２５の左方）の端面４２０は、案内部材４２１
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の環状の取付け部４２２に接して、取付け補助部材４０３の外向きフランジ４０６に臨ん
で配設され、消音材４０８の一方側（図２４および図２５の左方）の端面４２０は、取付
け補助部材４０３の外向きフランジ４０６の端面４３２と間隙△Ｌ４を有し、したがって
噴射ヘッド本体４０１に接して配設される構成ではない。
【０１５９】
　取付け補助部材４０３は、基部４０５と、その基部４０５に連なる外向きフランジ４０
６とを有する。基部４０５は、ねじ４０７によって噴射ヘッド本体４０１に着脱可能に取
付けられる。
【０１６０】
　消音手段４０２は、気体が流通可能な多孔性材料からなる消音材４０８で構成する。消
音材４０８は、複数枚の各部材が、薄い円板状および薄い円環状の形状を有し、これらの
部材が積層されてなる。積層された消音材４０８の全体の形状は、ほぼ円柱状である。
【０１６１】
　取付け補助部材４０３には、ノズル部材４０９がねじ４１０によって取付けられる。ノ
ズル部材４０９は、チョークであるノズル孔４０４を有する。
【０１６２】
　図２５は、案内部材４２１が取付け補助部材４０３と消音材４０８とによって挟まれた
状態を示す一部の拡大断面図である。消音材４０８の一方側（図２４および図２５の左方
）の端面４２０は、案内部材４２１の環状の取付け部４２２に接して、取付け補助部材４
０３の外向きフランジ４０６に臨んで配設される。案内部材４２１は、この取付け部４２
２と、取付け部４２２に連なり消火ガスを案内する短筒状の案内部４２３とを有する。
【０１６３】
　消音材４０８の周面４２４および他方側（図２３および図２４の右方）の端面４２５は
、取付け部材４２７を介して取付け補助部材４０３の外向きフランジ４０６に消音材４０
８を固定する押え部材４２８に接する部分を除いて、大気に開放される。取付け部材４２
７の軸部は、押え部材４２８、消音材４０８、案内部材４２１の取付け部４２２を挿通し
て、取付け補助部材４０３の外向きフランジ４０６に螺着される。
【０１６４】
　案内部材４２１の取付け部４２２は、図２５に示されるように、取付け補助部材４０３
の外向きフランジ４０６に環状に凹んで形成された取付け座４３１に嵌り、その取付け座
４３１よりも半径方向内方（図２５の下方）の端面４３２から間隙△Ｌ１だけ軸線方向に
突出する。
【０１６５】
　再び図２４を参照して、噴射ヘッド４００において、噴射ヘッド本体４０１は、略円筒
状の基部４３７と、基部４３７の外周に連なる掛合部４３８とを有する。導管１４の端部
１４ａには、噴射ヘッド４００の掛合部４３８が、テーパねじである第１ねじ４１２によ
って、着脱交換可能に接続される。
【０１６６】
　取付け補助部材４０３は、噴射ヘッド本体４０１の基部４３７に着脱交換可能に設けら
れる。ノズル孔４０４の口径が異なる各種の噴射ヘッド本体４０１を、導管１４の長さな
どに依存して、個別的に選択使用される。その理由を、述べる。
【０１６７】
　ガス消火装置は、その本来の役目である消火のために必要な大きな流量（たとえば２万
～１０万リットル／分)を確保しながら、消火対象区画内の空間に消火ガスを速やかに充
満させるように高い流速（たとえば１００ｍ／ｓ）を確保して、消火ガスを放出すること
ができるように構成されなければならない。そのために消防法施行規則は、ガス消火装置
における噴射ヘッド４００のノズル孔４０４からの消火ガスの放射圧力を１．９ＭＰａ以
上と規定しており、実務上は、２～３ＭＰａ（≒２０～３０ｋｇｆ／ｃｍ２、なお、さら
に高い６ＭＰａ≒６０ｋｇｆ／ｃｍ２くらいまで）の高い放射圧力で実施される。
【０１６８】
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　したがって噴射ヘッド４００のノズル孔４０４の口径の値は、ノズル孔４０４から噴射
される消火ガスが、前述の大きな流量、高い流速、高い放射圧力を達成するように、消火
ガス供給源１５から噴射ヘッド４００の設置場所までの導管１４の長さなど、したがって
管路抵抗に依存して、設定されなければならない。
【０１６９】
　そのためノズル孔４０４の口径は、導管１４の長さなどによってそれぞれ異なり、した
がって噴射ヘッド４００の各設置場所毎に、ノズル孔４０４の口径が異なる各種の噴射ヘ
ッド４００を、個別的に選択して使用しなければならない。このようにガス消火装置にお
いて、ノズル孔４０４の口径が異なる各種の噴射ヘッド４００は、不可欠である。
【０１７０】
　消音手段４０２は、複数枚の消音材４０８と、押え部材４２８と取付け部材４２７とを
有する。消音材４０８は、気体が流通可能な多孔性材料から成り、たとえば微細な金属粉
または微細な金属線条体などが焼結された多孔質金属から成り、高圧力の消火ガスを円滑
で緩慢な減圧膨張によって流量を低下させずに効果的に消音効果を実現することができる
、また消音材４０８として、たとえばワイヤメッシュを複数層、積層して構成されてもよ
く、合成樹脂製繊維から成る板状の成形物または多孔性部材であってもよい。
【０１７１】
　消音材４０８は、たとえば円板などの偏平な板状に形成され、複数枚がそれぞれ積層さ
れる。積層された消音材４０８の全体の形状のそれぞれは、たとえば円柱状である。その
積層された消音材４０８の周面４２４は、案内部材４２１の案内部４２３の円筒状内周面
に密着して囲まれており、したがって大気に開放されていない。
【０１７２】
　押え部材４２８は、積層された消音材４０８の他方側（図２４の右方）の端面４２５を
押える。押え部材４２８は、偏平な板状であり、消音材４０８の周面４２４に沿って延び
る周面４２６を有する。
【０１７３】
　取付け部材４２７は、この実施形態では、ねじ部材としてのボルトであり、同一の参照
符を用いて示す。取付け部材４２７は、前記軸線Ｌ４０３まわりに等間隔に複数（たとえ
ば６）配置される。取付け部材４２７の軸部は、押え部材４２８と消音材４０８とにそれ
ぞれ形成されたボルト挿通孔を挿通し、取付け部材４２７の頭部は、押え部材４２８の消
音材４０８とは反対側（図２４の右方）に係止する。
【０１７４】
　取付け部材４２７の軸部に形成されたおねじは、取付け補助部材４０３の外向きフラン
ジ４０６に開孔して刻設されためねじに取外し可能に螺着される。これによって、取付け
部材４２７は、積層された消音材４０８を、取付け補助部材４０３と押え部材４２８との
間、したがって噴射ヘッド本体４０１と押え部材４２８との間で挟持して固定する。
【０１７５】
　取付け部材４２７の各軸線は、導管１４の端部１４ａの軸線Ｌ４０３と平行である。導
管１４の端部１４ａと、噴射ヘッド４００と、消音手段４０２との各軸線は、一直線上に
ある。噴射ヘッド４００に消音手段４０２を取付けた状態で、導管１４の端部１４ａに、
噴射ヘッド本体４０１の基部４３７を、第１ねじ４１２によって接続する作業性が、良好
である。
【０１７６】
　導管１４の端部１４ａの軸線Ｌ４０３は、噴射ヘッド本体４０１を含む噴射ヘッド４０
０と、消音材４０８と、押え部材４２８との各軸線は、一直線上にある。そのため、導管
１４の端部１４ａと噴射ヘッド本体４０１の基部４３７との第１ねじ４１２による接続、
および噴射ヘッド本体４０１の基部４３７と取付け補助部材４０３との第２ねじ４０７に
よる接続の作業性が、良好である。この接続作業性が良好であることは、多くの場合、噴
射ヘッド４００と消音手段４０２とが、建物内の消火対象区画内で、人の移動などに障害
にならない個所である人よりも高い天井などの個所に接続されることに鑑み、重要である
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。
【０１７７】
　消火時に、ノズル孔４０４を通って噴射された高圧力の消火ガスは、消音材４０８が有
する微細な空隙を経て、徐々にすなわち円滑、スムーズに、通過して減圧膨張し、音響の
発生が低減抑制され、建物内の消火対象区画内の空間に噴射される。消音材４０８の周面
４２４からの消火ガスは、天井付近で水平に放射状に噴射されて消火対象区画内の空間の
全域に均一に、かつ速やかに拡散することができる。したがって消火対象区画の迅速な消
火を達成することができる。
【０１７８】
　この消音材４０８によって、構成を小形化しつつ、大きな音響低減効果を達成すること
ができる。
【０１７９】
　前述の実施形態では、噴射ヘッド４００に比べて複雑な構成を有する消音手段４０２は
、取付け部材４２７によって、ノズル孔４０４の口径が異なる各種の噴射ヘッド４００に
着脱交換可能であるので、消音材４０８を、各種の噴射ヘッド４００に共通に使用するこ
とができるようになる。この共用化によって、消音材４０８の大量生産が容易であり、生
産性が向上される。
【０１８０】
　また、消火対象区画における消音の必要性の有無に依存して、個別的な選択使用が容易
に可能であり、消音の必要性のない消火対象区画では、取り外しておくことによって、ガ
ス消火設備の簡略化を図ることができる。さらに消音の必要性がなくなった消火対象区画
から取り外した消音手段４０２を、消音すべき他の消火対象区画に、取り付けて、再使用
することもでき、これによって経済性が良好であり、省エネルギ化が図られる。
【０１８１】
　本発明の他の実施形態では、噴射ヘッド４００と消音手段４０２とが、一体的に、すな
わち取外しができないように、構成されてもよい。この実施形態では、噴射ヘッド本体４
０１の基部４３７が導管１４の端部１４ａに、第１ねじ４１２によって着脱交換可能に設
けられ、ノズル孔４０４の口径が異なる各種の噴射ヘッド４００を、個別的に選択して使
用するようにしてもよい。
【０１８２】
　また、消音手段４０２と噴射ヘッド４００とを第２ねじ４０７および取付け部材４２７
によって、予め接続して組立体としておき、その後、この組立体における噴射ヘッド本体
４０１の基部４３７を、導管１４の端部１４ａに、第１ねじ４１２によって接続する作業
性も良好である。
【０１８３】
　さらに、導管１４の端部１４ａに第１ねじ４１２によって噴射ヘッド本体４０１の基部
４３７が接続されている既存の消火対象区画を、消音すべき消火対象区画にするために、
噴射ヘッド本体４０１に、消音手段４０２を、取付け部材４２７によって接続するとき、
その接続の作業性も良好である。
【０１８４】
　消音材４０８のノズル孔４０４に臨む側の端面と、ノズル部材４０９の消音材４０８に
対向する側の端面との間に、間隙４１５が存在する。消火ガスがノズル孔４０４から噴射
されるとき、微細な異物が、前記間隙４１５に貯留して収納されるので、異物による消音
材４０８の目詰りを防ぐことができるとともに、異物の目詰りによる騒音の発生および放
出時の流量の低下を防ぐことができる。
【０１８５】
　異物は、導管１４内に存在し、たとえば導管１４内の溶接によるスケールおよびスラグ
、導管がメッキ管であるとき、そのメッキ管内のメッキ層の剥離片、錆、ならびに管継手
において用いられるシール材の破片などである。また、噴射ヘッド４００内部での減圧お
よび半径方向外方への消火ガスの放出によって、消火ガス噴射時に噴射ヘッド４００から
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導管１４に背後方向（図２４の左方）へ作用する噴射反力を、図３１に示す従来技術の１
／９程度の低減することができる。
【０１８６】
　本発明の他の実施形態では、前述の実施形態における消音材４０８のノズル孔４０４側
に配設される端面と、噴射ヘッド本体４０１と取付け補助部材４０３とが一体化された噴
射ヘッド７００の消音材４０８に対向して配設された端面との間を離間させても、消音効
果が低下しないことが、本件発明者によって確認された。実験とその結果とを、図２６と
図２７を参照して、以下に述べる。
【０１８７】
　図２６は、本件発明者によって実験が行われた噴射ヘッド７００と消音手段７０１，７
０１ａとを示す断面図であり、図２７は本件発明者が、図２６の構成によって消火ガスを
放出したとき得られた音圧レベルの時間経過を示す図である。図２６（１）では、導管７
１４からのＮ２ガスである消火ガスは、噴射ヘッド７００のノズル孔７０４から噴射され
る。
【０１８８】
　噴射ヘッド７００に取付けられたノズル部材７０３の消火ガスの放出方向下流側（図２
６の右側）には、３枚の消音材７０６が積層されて配設される。消火ガスは、ノズル部材
７０３のノズル孔７０４を通過して、消音材７０６へ流入し、消音材７０６の軸線方向他
方の端面７０９から押え部材７２８の放出孔７５２から消火対象区画内の空間に放出され
る。消音材７０６は、ノズル部材７０３のノズル孔７０４の出口端の平坦な端面に密着し
て当接する。
【０１８９】
　導管７１４から噴射ヘッド７００へ供給される消火ガスの供給圧力は、例えば、３ＭＰ
ａ～７ＭＰａであり、消火ガスの放出流量は約５５ｍ３／ｍｉｎであり、ノズル孔７０４
から放出される消火ガスの流速は約６０～１００ｍ／ｓｅｃである。この実験で用いた消
音材７０６の空隙の空隙率は、約９７％であり、直径は約１３０ｍｍであり、厚みは１０
ｍｍ／枚である。
【０１９０】
　図２６（２）では、消音手段７０１ａの消音材７０６は、ノズル部材７０３のノズル孔
７０４の出口端の平坦な端面から軸線方向に約１ｍｍの間隙７５３をあけて配置され、そ
のほかの構成は、図２６（１）と同様である。
【０１９１】
　図２７は、本件発明者が、図２６の構成によって消火ガスを放出したとき得られた音圧
レベルの時間経過を示す図である。ライン７５４は、図２６（１）のように消音材７０６
をノズル孔７０４の出口端の平坦な端面に密着して当接した構成による実験結果であり、
ライン７５５は、図２６（２）のように消音材７０５をノズル孔７０４の出口端の平坦な
端面から間隙７５３をあけて配置した構成による実験結果である。
【０１９２】
　これらの実験結果から、消音材７０６をノズル孔７０４の出口端の平坦な端面に密着し
て当接した構成（図２６（１））によれば、間隙７５３をあけて配置した構成（図２６（
２））に比べて、消音効果の差がほとんどないことが確認された。したがって、消音材７
０６のノズル孔７０４に対向する端面と、噴射ヘッド７００の消音材７０６に対向する端
面との間、間隙７５３をあけても、消音効果が低下しないことが確認された。
【０１９３】
　このような間隙７５３を、消音材７０６のノズル孔７０４に対向する端面と噴射ヘッド
７００の消音材７０６に対向する端面との間に設けることによって、消音効果を低下させ
ずに、微細な異物が、前記間隙７５３内に貯留して収納され、消火ガスがノズル孔７０４
から噴射されるとき、異物による消音材７０６の目詰りを防ぐとともに、異物の目詰りに
よる騒音の発生を防ぐことができる。異物は、導管１４内に存在し、たとえば導管１４内
の溶接によるスケールおよびスラグ、導管１４がメッキ管であるとき、そのメッキ管内の
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メッキ層の剥離片、錆、ならびに管継手において用いられるシール材の破片などである。
【０１９４】
　したがって、図２２～図２６の実施形態のように、消音材４０８のノズル孔４０４に臨
む側の端面と、噴射ヘッド本体４０１の消音材４０８に対向する側の端面との間に間隙４
１５を設けるに際して、軸線Ｌ４０３の方向に間隔ΔＬ２を上記消音効果が低下しない範
囲、たとえば０．１ｍｍ～１．５ｍｍとすることによって、消音効果を実質上低下させず
に、異物による消音材４０８の目詰まりを防止することができる。
【０１９５】
　図２８は、本件発明者によって実験が行われた噴射ヘッド５００と消音手段５０２，５
０２ａとを示す断面図である。図２８（１）では、導管５１４からのＮ２ガスである消火
ガスは、噴射ヘッド５００のノズル孔５０４から噴射される。
【０１９６】
　噴射ヘッド５００に取付けられた消音手段５０２の直円筒状のハウジング５５１内には
、１１枚の消音材５０８が積層されて収納される。消音材５０８を通過した消火ガスは、
ハウジング５５１の放出孔５５２から消火対象区画内の空間に放出される。消音材５０８
は、噴射ヘッド５００のノズル孔５０４の出口端の平坦な端面に密着して当接する。
【０１９７】
　導管５１４から噴射ヘッド５００へ供給される消火ガスの供給圧力は、例えば、３ＭＰ
ａ～７ＭＰａであり、消火ガスの放出流量は約５５ｍ３／ｍｉｎであり、ノズル孔５０４
から放出される消火ガスの流速は約６０～１００ｍ／ｓｅｃである。この実験で用いた消
音材５０８の空隙の空隙率は、約９７％であり、直径は約１３０ｍｍであり、厚みは１０
ｍｍ／枚である。
【０１９８】
　図２８（２）では、消音手段５０２ａの消音材５０８は、噴射ヘッド５００のノズル孔
５０４の出口端の平坦な端面から約１ｍｍの間隙５５３をあけて配置され、そのほかの構
成は、図２８（１）と同様である。
【０１９９】
　図２９は、本件発明者が、図２８の構成によって消火ガスを放出したとき得られた音圧
レベルの時間経過を示す図である。ライン５５４は、図２８（１）のように、消音材５０
８をノズル孔５０４の出口端の平坦な端面に密着して当接した構成による実験結果であり
、ライン５５５は、図２８（２）のように、消音材５０８をノズル孔５０４の出口端の平
坦な端面から間隙５５３をあけて配置した構成による実験結果である。
【０２００】
　これらの実験結果から、消音材５０８をノズル孔５０４の出口端の平坦な端面に密着し
て当接した構成（図２８（１））によれば、間隙５５３をあけて配置した構成（図２８（
２））に比べて、約１６ｄＢもの大きな消音効果が得られたことが確認された。したがっ
て、消音材５０８のノズル孔５０４に対向する端面と、噴射ヘッド５００の消音材５０８
に対向する端面とを、密着して当接した実施形態によれば、消音効果が向上されることが
確認された。
【０２０１】
　図３０は、本発明の他の実施形態のガス消火装置を示す断面図である。このガス消火装
置の消音手段６００では、前述の案内部材４２１が省略される。図３０を参照して、案内
部材４２１の働きを説明する。
【０２０２】
　噴射ヘッド本体６０１の平板状のノズル部６０８の全面に均一に分布して形成された複
数の各ノズル孔６０９からの消火ガスは、各ノズル孔６０９の相互に平行な軸線に沿って
噴射され、ノズル孔６０９の下流に配置された消音材６１３および消音材６１０が有する
微細な空隙に、徐々にすなわち円滑、スムーズに、通過して減圧膨張してゆく。噴射ヘッ
ド本体６０１と消音材６１３との各軸線は、一直線上にある。消音材６１３の微細な空隙
は、それらの中を通過する消火ガスに圧力損失を与える。
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【０２０３】
　噴射ヘッド本体６０１の各ノズル孔６０９から消音材６１３中へ噴射された消火ガスが
辿る経路は、簡略化のために直線であると仮定すると、全体の形状がほぼ直円柱状である
消音材６１３の最下流の端面までの経路長は、図３０において参照符Ｌ６０１で示される
。
【０２０４】
　噴射ヘッド本体６０１の側部から消音材６１３の周面６１４までの経路長は、図３０に
おいて参照符Ｌ６０２で示される。ノズル孔６０９から噴射される消火ガスの流量を大き
くするために、噴射ヘッド本体６０１の外径を消音材６１３の軸線方向の長さに比べて比
較的大きく構成すると、Ｌ６０１＞Ｌ６０２である。
【０２０５】
　消火ガスに作用する圧力損失は、これらの経路長Ｌ６０１、Ｌ６０２に比例し、したが
って消音材６１３の中における圧力損失の分布は、等しい圧力損失を生じる位置を連ねた
等圧線６０３のとおりである。圧力損失は、消音材６１３の軸線上の領域で最も大きく、
その軸線から遠ざかった周辺の領域になるにつれて小さくなる。
【０２０６】
　ノズル孔６０９から噴射される消火ガスは、圧力損失が小さい領域に流過しやすいので
、消音材６１３の中で消火ガスは、噴射ヘッド本体６０１の軸線方向へ仮想線の参照符６
０４で示されるように、また側方へ参照符６０５で示されるように進行し、さらに、背後
の方向へも参照符６０６で示されるように進行する。参照符６０４、６０５、６０６の長
さは、消火ガスの流量に対応して示され、前記側方および背後の方向へ比較的大流量の消
火ガスが流れる。
【０２０７】
　消火対象区画内に消火ガスを迅速に満たすには、複数の消音材６１０のうちで壁面付近
（図３０の左側）に設置された消音材から噴射ヘッド本体６０１の軸線方向に沿って仮想
線の参照符６０４で示される方向に、また側方へ参照符６０５で示される方向に、できる
だけ大流量で噴射し、背後の方向へ参照符６０６で示されるように進行する消火ガスの流
量を抑制しなければならない。
【０２０８】
　本発明の前述の図２２～図２９に関連して前述した各実施形態では、案内部材４２１は
、消音材６１３から噴射される消火ガスのうち、図３０の背後の方向６０６へ進行する消
火ガスを阻止し、噴射ヘッドの噴射ヘッド本体６０１の軸線方向６０４および側方６０５
へ進行させる。これによって、たとえば消火ガス到達距離が１５ｍ以上あるような大規模
な消火対象区画においても、消火ガスを充分に拡散させて、消火対象区画内の空間を所定
の消火剤濃度に均一に短時間で到達させて、消火することができるようになる。
【０２０９】
　本発明のガス消火装置は、火災発生時に建物の消火対象区画内の空間に消火ガスを消火
剤として放出することによって、大規模な消火対象区画であっても消火ガスを充分に拡散
させて消火するために、広範囲に実施することができる。
【０２１０】
　高圧力の消火ガスを建物内の消火対象区画内の空間に向けて噴射する消火ガス噴射装置
であって、前記消火ガス噴射装置は、噴射ヘッド４００と、前記噴射ヘッド４００からの
消火ガスの放出による音響を減衰させる消音手段４０２を有しており、前記消音手段４０
２は、前記噴射ヘッド４００側に設けられた第１消音部材としての消音材４０８と、前記
第１消音部材の下流側に設けられた第２消音部材としての消音材４０８とを有しており、
前記第１および第２消音部材の各々は偏平な板状に形成され、気体が流通可能な多孔性材
料からなる。前記第１および第２消音部材が積層されることで円筒形状を構成している。
前記第１および第２消音部材は同一の外径を有する。前記第１および第２消音部材は同一
の厚みを有する。前記第１および第２消音部材の外周面全面が大気に露出している。前記
第２消音部材を固定する板状の押え部材４２８をさらに備える。
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【０２１１】
　（付記１発明）
　付記１発明は、
（ａ）高圧力の消火ガスを建物内の消火対象区画内の空間に向けて噴射するノズル孔１０
４を有する噴射ヘッド１００と、
（ｂ）噴射ヘッド１００が接続される端部１４ａを有し、噴射ヘッド１００に高圧力の消
火ガスを導く導管１４と、
（ｃ）導管１４に高圧力の消火ガスを供給する消火ガス供給源１５と、
（ｄ）噴射ヘッド１００に設けられ、ノズル孔１０４からの消火ガスの放出による音響を
減衰させる消音手段１０２とを含むガス消火装置であって、
（ｅ）噴射ヘッド１００は、
（ｅ１）導管１４の前記端部１４ａに接続される噴射ヘッド本体１０１と、
（ｅ２）噴射ヘッド本体１０１に着脱可能に取付けられる取付け補助部材１０３とを有し
、
（ｆ）消音手段１０２は、
（ｆ１）整流孔１１２を有し、取付け補助部材１０３に噴射ヘッド本体１０１のノズル孔
１０４を覆うように着脱自在に設けられる整流部材１０９と、
（ｆ２）偏平な板状に形成され、気体が流通可能な多孔性材料から成り、整流部材１０９
と噴射ヘッド本体との間に、複数枚が積層されて配設される第１消音材１１３と、
（ｆ３）偏平な板状に形成され、気体が流通可能な多孔性材料から成り、整流部材１０９
に消火ガスの放出方向に複数枚が積層されて配設される第２消音材１０８とを有すること
を特徴とするガス消火装置である。
【０２１２】
　付記１発明に従えば、消火ガス供給源１５から導管１４に供給された高圧力の消火ガス
は、噴射ヘッド１００を介して建物内の空間に向けて噴射される。このような噴射ヘッド
１００には消音手段１０２が設けられ、噴射ヘッド１００のノズル孔１０４から高速度で
噴射される消火ガスの噴射流に起因する大きな噴射音の発生を防止することができる。
【０２１３】
　消火ガスは、導管１４から、噴射ヘッド１００のノズル孔１０４、第１消音材１１３お
よび整流部材１０９を経て、第２消音材１０８に流入し、第２消音材１０８が有する微細
な空隙を通過して減圧膨張し、建物内の消火対象区画内の空間に噴射される。
【０２１４】
　小形の構成による大きな音響低減効果について、消火時に、ノズル孔１０４を通って噴
射された高圧力の消火ガスは、第１消音材１１３が有する微細な空隙を通過することによ
って減圧膨張し、整流部材１０９の整流孔１１２を経て整流された後、第２消音材１０８
へ流入してさらに減圧膨張し、こうして消火ガスの流量を低下させずに徐々に円滑に減圧
膨張して音響の発生が効果的に抑制される。このように構成を小形化しつつ、大きな音響
低減効果を達成することができる。
【０２１５】
　各複数枚の第１および第２消音材１１３，１０８は、気体が流通可能な多孔性材料から
成り、偏平な板状に形成され、積層されて組立てられる。したがって、消火対象区画内の
空間に噴射される消火ガスの流量、圧力および消音を必要とする程度などに対応して、積
層枚数を選ぶことによって、各種の噴射および消音の希望する特性を正確に調整して得る
ことが、容易である。また同一寸法形状を有する第１および第２消音材１１３，１０８を
製造すればよく、大量生産が容易であり、生産性が向上される。
【０２１６】
　付記１発明は、第１消音材１１３のノズル孔１０４に対向する側の端面と、噴射ヘッド
１００の第１消音材１１３に対向する側の端面との間に、間隙１１５が存在することを特
徴とする。
【０２１７】
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　付記１発明に従えば、第１消音材１１３のノズル孔１０４に対向する側の端面と、噴射
ヘッドの第１消音材１１３に対向する側の端面との間に間隙１１５が設けられるので、異
物が間隙１１５に貯留して収納されるので、消火ガスがノズル孔１０４から噴射されると
き、異物による第１および第２消音材１１３，１０８の目詰りを防ぐとともに、異物の目
詰りによる騒音の発生および流量低下が防がれる。異物は、導管１４内に存在し、たとえ
ば導管１４内の溶接によるスケールおよびスラグ、導管１４がメッキ管であるとき、その
メッキ管内のメッキ層の剥離片、錆、ならびに管継手において用いられるシール材の破片
などである。
【０２１８】
　付記１発明は、積層された第２消音材１０８の周面１２４は、大気に開放されているこ
とを特徴とする。
【０２１９】
　付記１発明に従えば、第２消音材１０８の周面１２４が大気に開放されているので、消
火ガスの放出面積が多く、これによって消火ガスの流量の低下が抑制され、ガス放出のた
めの流路断面積を大きくせずに所要の流量および流速を確保することが可能となり、構成
がさらに小形化される。
【０２２０】
　（付記１発明の効果）
　付記１発明によれば、噴射ヘッド１００に消音手段１０２が設けられるので、火災発生
時に噴射ヘッド１００から高圧力の消火ガスが噴射されても、大きな噴射音が発生するこ
とを防止することができる。また、各複数枚の第１および第２消音材１１３，１０８は、
気体が流通可能な多孔性材料から成り、偏平な板状に形成され、積層されて組立てられる
。したがって、消火対象区画内の空間に噴射される消火ガスの流量、圧力および消音を必
要とする程度などに対応して、積層枚数を選ぶことによって、各種の噴射および消音の希
望する特性を正確に調整して得ることが、容易である。また同一寸法形状を有する第１お
よび第２消音材１１３，１０８を製造すればよく、大量生産が容易であり、生産性が向上
される。
【０２２１】
　また付記１発明によれば、第１消音材１１３のノズル孔１０４に対向する側の端面と、
噴射ヘッド１００の第２消音材１０８に対向する側の端面との間に間隙１１５が設けられ
るので、微細な異物が前記間隙１１５に貯留して収納され、消火ガスがノズル孔１０４か
ら噴射されるとき、異物による第１および第２消音材１１３，１０８の目詰りを防ぐとと
もに、異物の目詰りによる騒音の発生が防がれるとともに、消火ガス噴射時における目詰
りに起因する流量の低下を防止することができる。
【０２２２】
　また付記１発明によれば、第２消音材１０８の周面１２４は、大気に開放されるので、
消火ガスの流量の低下が抑制され、ガス放出のための流路断面積を大きくせずに所要の流
量および流速を確保し、消火ガスの噴射が、障害物などによって妨げられることはなく、
したがって小形化された構成によって、大きな噴射音が発生することを防止することがで
きる。
【０２２３】
　（付記２発明）
　付記２発明は、
（ａ）高圧力の消火ガスを建物内の消火対象区画内の空間に向けて噴射するノズル孔２０
４を有する噴射ヘッド２００と、
（ｂ）噴射ヘッド２００が接続される端部１４ａを有し、噴射ヘッド２００に高圧力の消
火ガスを導く導管１４と、
（ｃ）導管１４に高圧力の消火ガスを供給する消火ガス供給源１５と、
（ｄ）噴射ヘッド２００に設けられ、ノズル孔２０４からの消火ガスの放出による音響を
減衰させる消音手段２０２とを含むガス消火装置であって、
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（ｅ）噴射ヘッド２００は、
（ｅ１）導管１４の前記端部１４ａに接続される噴射ヘッド本体２０１と、
（ｅ２）ノズル部材２３４であって、
（ｅ２－１）導管１４の前記端部１４ａの軸線に沿って延び、噴射ヘッド本体２０１に軸
線方向一端部が接続される筒部２４０と、
（ｅ２－２）筒部２４０の軸線方向他端部に連なり、ノズル孔２０４が形成され、筒部２
４０の軸線方向他端部を閉塞する端壁２４１とを有するノズル部材２３４とを備え、
（ｆ）消音手段２０２は、
（ｆ１）消音材２０８であって、偏平な板状に形成され、気体が流通可能な多孔性材料か
ら成り、複数枚が積層され、その積層された消音材２０８の軸線方向一方側の端面２２０
は、噴射ヘッド本体２０１に臨んで配設される消音材２０８と、
（ｆ２）積層された消音材２０８の軸線方向他方側の端面２２５を押える押え部材２２８
と、
（ｆ３）消音材２０８を噴射ヘッド本体２０１と押え部材２２８との間で挟持して固定す
る取付け部材２２７とを有することを特徴とするガス消火装置である。
【０２２４】
　付記２発明に従えば、消火ガス供給源１５から導管１４に供給された高圧力の消火ガス
は、噴射ヘッド２００を介して建物内の空間に向けて噴射される。このような噴射ヘッド
２００には消音手段２０２が設けられ、噴射ヘッド２００のノズル孔２０４から高速度で
噴射される消火ガスの噴射流に起因する大きな噴射音の発生を防止することができる。
【０２２５】
　消火ガスは、導管１４から、噴射ヘッド２００のノズル孔２０４から消音材２０８に流
入し、消音材２０８が有する微細な空隙を通過して減圧膨張し、建物内の消火対象区画内
の空間に噴射される。
【０２２６】
　小形の構成による大きな音響低減効果について、消火時に、ノズル孔２０４を通って噴
射された高圧力の消火ガスは、消音材２０８が有する微細な空隙を通過することによって
減圧膨張し、こうして消火ガスの流量を低下させずに徐々に円滑に減圧膨張して音響の発
生が効果的に抑制される。このように構成を小形化しつつ、大きな音響低減効果を達成す
ることができる。
【０２２７】
　複数枚の消音材２０８は、気体が流通可能な多孔性材料から成り、偏平な板状に形成さ
れ、積層されて組立てられる。したがって、消火対象区画内の空間に噴射される消火ガス
の流量、圧力および消音を必要とする程度などに対応して、積層枚数を選ぶことによって
、各種の噴射および消音の希望する特性を正確に調整して得ることが、容易である。また
同一寸法形状を有する消音材２０８を製造すればよく、大量生産が容易であり、生産性が
向上される。
【０２２８】
　付記２発明は、消音材２０８のノズル孔２０４に対向する側の端面２２０と、噴射ヘッ
ド本体２０１の消音材２０８に対向する側の端面２３２との間に、間隙２１５が存在する
ことを特徴とする。
【０２２９】
　付記２発明に従えば、消音材２０８のノズル孔２０４に対向する側の端面と、噴射ヘッ
ドの消音材２０８に対向する側の端面との間に間隙２１５が設けられるので、異物が間隙
２１５に貯留して収納される、消火ガスがノズル孔２０４から噴射されるとき、異物によ
る消音材２０８の目詰りを防ぐとともに、異物の目詰りによる騒音の発生および流量低下
が防がれる。異物は、導管１４内に存在し、たとえば導管１４内の溶接によるスケールお
よびスラグ、導管１４がメッキ管であるとき、そのメッキ管内のメッキ層の剥離片、錆、
ならびに管継手において用いられるシール材の破片などである。
【０２３０】
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　付記２発明は、積層された消音材２０８の周面２２４は、大気に開放されていることを
特徴とする。
【０２３１】
　付記２発明に従えば、消音材２０８の周面２２４が大気に開放されているので、消火ガ
スの放出面積が多く、これによって消火ガスの流量の低下が抑制され、ガス放出のための
流路断面積を大きくせずに所要の流量および流速を確保することが可能となり、構成がさ
らに小形化される。
【０２３２】
　（付記２発明の効果）
　付記２発明によれば、噴射ヘッド２００に消音手段２０２が設けられるので、火災発生
時に噴射ヘッド２００から高圧力の消火ガスが噴射されても、大きな噴射音が発生するこ
とを防止することができる。また、複数枚の消音材２０８は、気体が流通可能な多孔性材
料から成り、偏平な板状に形成され、積層されて組立てられる。したがって、消火対象区
画内の空間に噴射される消火ガスの流量、圧力および消音を必要とする程度などに対応し
て、積層枚数を選ぶことによって、各種の噴射および消音の希望する特性を正確に調整し
て得ることが、容易である。また同一寸法形状を有する消音材２０８を製造すればよく、
大量生産が容易であり、生産性が向上される。
【０２３３】
　また付記２発明によれば、消音材２０８のノズル孔２０４に対向する側の端面と、噴射
ヘッドの消音材２０８に対向する側の端面との間に間隙２１５が設けられるので、微細な
異物が前記間隙２１５に貯留して収納され、消火ガスがノズル孔２０４から噴射されると
き、異物による消音材２０８の目詰りを防ぎ、異物の目詰りによる騒音の発生が防がれる
とともに、消火ガス噴射時における目詰りに起因する流量の低下を防止することができる
。
【０２３４】
　また付記２発明によれば、消音材２０８の周面２２４は、大気に開放されるので、消火
ガスの流量の低下が抑制され、ガス放出のための流路断面積を大きくせずに所要の流量お
よび流速を確保し、消火ガスの噴射が、障害物などによって妨げられることはなく、した
がって小形化された構成によって、大きな噴射音が発生することを防止することができる
。
【０２３５】
　（付記３発明）
　付記３発明は、
（ａ）高圧力の消火ガスを建物内の消火対象区画内の空間に向けて噴射するノズル孔３０
４を有する噴射ヘッド３００と、
（ｂ）噴射ヘッド３００が接続される端部３０３を有し、噴射ヘッド３００に高圧力の消
火ガスを導く導管３１４と、
（ｃ）導管３１４に高圧力の消火ガスを供給する消火ガス供給源３１５と、
（ｄ）噴射ヘッド３００に設けられ、ノズル孔３０４からの消火ガスの放出による音響を
減衰させる消音手段３０２とを含むガス消火装置であって、
（ｅ）噴射ヘッド３００は、
（ｅ１）噴射ヘッド本体３０１であって、
導管３１４の前記端部３０３に接続される基部３３７と、
基部３３７に連なる外向きフランジ３３８とを有する噴射ヘッド本体３０１と、
（ｅ２）ノズル部材３３９であって、
（ｅ２－１）導管３１４の前記端部３０３の軸線Ｌ３０３に沿って延びる筒部３４０であ
って、複数のノズル孔３０４が形成される周壁３４２と、周壁３４２の軸線方向一端部に
連なり、噴射ヘッド本体３０１の基部３３７に接続される基端部３０６とを有する筒部３
４０と、
（ｅ２－２）周壁３４２の軸線方向他端部を閉塞する端壁３４１とを有するノズル部材３
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３９とを有し、
（ｆ）消音手段３０２は、
（ｆ１）消音材３０８であって、各消音材３０８は、偏平な板状に形成され、複数枚が積
層され、気体が流通可能な多孔性材料から成り、筒部３４０が挿通する挿通孔３１０を有
し、積層された消音材３０８の軸線方向一方側（図１９の上方）の端面３２０は、噴射ヘ
ッド本体３０１の外向きフランジ３３８側に配置され、積層された消音材３０８の周面３
２４は、大気に開放される消音材３０８と、
（ｆ２）積層された消音材３０８の他方側（図１９の下方）の端面３２５を押える押え部
材３２８と、
（ｆ３）消音材３０８を外向きフランジ３３８と押え部材３２８との間で挟持して固定す
る取付け部材３２７とを有することを特徴とするガス消火装置である。
【０２３６】
　付記３発明に従えば、消火ガス供給源３１５から導管３１４に供給された高圧力の消火
ガスは、噴射ヘッド３００を介して建物内の空間に向けて噴射される。このような噴射ヘ
ッド３００には消音手段３０２が設けられ、噴射ヘッド３００のノズル孔３０４から高速
度で噴射される消火ガスの噴射流に起因する大きな噴射音の発生を防止することができる
。
【０２３７】
　消火ガスは、導管３１４から、噴射ヘッド３００の筒部３４０に形成されるノズル孔３
０４を経て、消音材３０８が有する微細な空隙を通過して減圧膨張し、建物内の消火対象
区画内の空間に噴射される。
【０２３８】
　小形の構成による大きな音響低減効果について、消火時に、ノズル孔３０４を通って噴
射された高圧力の消火ガスは、消音材３０８が有する微細な空隙を通過することによって
、消音材３０８の微細な空隙で、徐々にすなわち円滑、スムーズに、減圧膨張して音響の
発生が低減抑制される。このように構成を小形化しつつ、大きな音響低減効果を達成する
ことができる。消音材３０８の周面３２４は、大気に開放されるので、構成がさらに小形
化される。
【０２３９】
　複数枚の各消音材３０８は、気体が流通可能な多孔性材料から成り、偏平な板状に形成
され、積層されて組立てられる。したがって、消火対象区画内の空間に噴射される消火ガ
スの流量、圧力および消音を必要とする程度などに対応して、積層枚数を選ぶことによっ
て、各種の噴射および消音の希望する特性を正確に調整して得ることが、容易である。ま
た同一寸法形状を有する消音材３０８を製造すればよく、大量生産が容易であり、生産性
が向上される。
【０２４０】
　付記３発明は、取付け部材３２７は、ボルトによって構成され、押え部材３２８と消音
材３０８とを挿通し、外向きフランジ３３８に開孔して刻設されためねじに螺着されるこ
とを特徴とする。
【０２４１】
　付記３発明に従えば、取付け部材３２７であるボルトが、押え部材３２８と消音材３０
８とを挿通して、外向きフランジ３３８のめねじに螺着されるので、積層される消音材３
０８の枚数の変化調整のためには、ボルトの必要とする長さを変えるだけでよく、さらに
消音材３０８の周面３２４のほぼ全面を大気に開放することが確実であるとともに、構成
の簡略化を図ることができる。
【０２４２】
　付記３発明は、消音材３０８の挿通孔３１０の内周面と、ノズル部材３３９の筒部３４
０の外周面との間に、間隙が存在することを特徴とする。
【０２４３】
　付記３発明に従えば、微細な異物が、前記隙間に貯留して収納されるので、消火ガスが
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ノズル孔３０４から噴射されるとき、異物によるノズル孔３０４の目詰りを防ぐとともに
、異物の目詰りによる騒音の発生および流量低下を防ぐことができる。異物は、導管３１
４内に存在し、たとえば導管３１４内の溶接によるスケールおよびスラグ、導管３１４が
メッキ管であるとき、そのメッキ管内のメッキ層の剥離片、錆、ならびに管継手において
用いられるシール材の破片などである。
【０２４４】
　付記３発明は、消音材３０８の挿通孔３１０の内周面と、ノズル部材３３９の筒部３４
０の外周面とは、密着することを特徴とする。
【０２４５】
　付記３発明に従えば、消音材３０８の挿通孔３１０の内周面と、ノズル部材３３９の筒
部３４０に形成されたノズル孔３０４の出口端面とが密着することによって、消音効果が
向上されることが、図２０および図２１に関連して後述するように、本件発明者によって
確認された。
【０２４６】
　（付記３発明の効果）
　付記３発明によれば、噴射ヘッド３００に消音手段３０２が設けられるので、火災発生
時に噴射ヘッド３００のノズル部材３３９から高圧力の消火ガスが噴射されても、大きな
噴射音が発生および流量の低下を防止することができる。
【０２４７】
　また付記３発明によれば、消音材３０８の周面３２４は、大気に開放されるので、消火
ガスの噴射が、障害物などによって妨げられることはなく、したがって小形化された構成
によって、大きな噴射音が発生することを防止することができる。
【０２４８】
　複数枚の各消音材３０８は、気体が流通可能な多孔性材料から成り、偏平な板状に形成
され、積層されて組立てられる。したがって、消火対象区画内の空間に噴射される消火ガ
スの流量、圧力および消音を必要とする程度などに対応して、積層枚数を選ぶことによっ
て、各種の噴射および消音の希望する特性を正確に調整して得ることが、容易である。ま
た同一寸法形状を有する消音材３０８を製造すればよく、大量生産が容易であり、生産性
が向上される。
【０２４９】
　（付記４発明）
　付記４発明は、
（ａ）高圧力の消火ガスを建物内の消火対象区画内の空間に向けて噴射するノズル孔４０
４を有する噴射ヘッド４００と、
（ｂ）噴射ヘッド４００が接続される端部１４ａを有し、噴射ヘッド４００に高圧力の消
火ガスを導く導管１４と、
（ｃ）導管１４に高圧力の消火ガスを供給する消火ガス供給源１５と、
（ｄ）噴射ヘッド４００に設けられ、ノズル孔４０４からの消火ガスの放出による音響を
減衰させる消音手段４０２とを含むガス消火装置であって、
（ｅ）噴射ヘッド４００は、
（ｅ１）導管１４の前記端部１４ａに接続される噴射ヘッド本体４０１と、
（ｅ２）ノズル部材４０９であって、
（ｅ２－１）導管１４の前記端部１４ａの軸線に沿って延び、噴射ヘッド本体４０１に軸
線方向一端部が接続される筒部４４０と、
（ｅ２－２）筒部４４０の軸線方向他端部に連なり、ノズル孔４０４が形成され、筒部４
４０の軸線方向他端部を閉塞する端壁４４１とを有するノズル部材４０９とを備え、（ｆ
）消音手段４０２は、
（ｆ１）消音材４０８であって、偏平な板状に形成され、気体が流通可能な多孔性材料か
ら成り、複数枚が積層され、その積層された消音材４０８の軸線方向一方側の端面４２０
は、噴射ヘッド本体４０１に臨んで配設される消音材４０８と、
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（ｆ２）積層された消音材４０８の軸線方向他方側の端面４２５を押える押え部材４２８
と、
（ｆ３）消音材４０８を噴射ヘッド本体４０１と押え部材４２８との間で挟持して固定す
る取付け部材４２７と、
（ｆ４）噴射ヘッド本体４０１に臨んで配設される環状の取付け部４２２と、取付け部４
２２に連なり、積層された消音材の周面４２４を覆う短筒状の案内部４２３とを有する案
内部材４２１とを備えることを特徴とするガス消火装置である。
【０２５０】
　付記４発明に従えば、消火ガス供給源１５から導管１４に供給された高圧力の消火ガス
は、噴射ヘッド４００を介して建物内の空間に向けて噴射される。このような噴射ヘッド
４００には消音手段４０２が設けられ、噴射ヘッド４００のノズル孔４０４から高速度で
噴射される消火ガスの噴射流に起因する大きな噴射音の発生を防止することができる。
【０２５１】
　案内部材４２１は、取付け部４２２と、取付け部４２２に連なり消火ガスを案内する短
筒状の案内部４２３とを有する。消音材４０８の他方側の端面４２５は、押え部材４２８
に接する部分を除いて、大気に開放される。消音材４０８の周面４２４は、案内部材４２
１の案内部４２３に囲まれる。したがって、消火ガスは、導管１４から、噴射ヘッド４０
０およびノズル部材４０９のノズル孔４０４を経て、消音材４０８に流入し、消音材４０
８が有する微細な空隙を通過して減圧膨張し、消音材４０８の周面４２４からの放出が案
内部４２３によって抑えられた状態で、建物内の消火対象区画内の空間に噴射され、大音
響を生じることなしに消火ガスを遠方まで到達させることができる。
【０２５２】
　小形の構成による大きな音響低減効果について、消火時に、ノズル孔４０４を通って噴
射された高圧力の消火ガスは、消音材４０８が有する微細な空隙を通過することによって
減圧膨張し、こうして消火ガスの流量を低下させずに徐々に円滑に減圧膨張して音響の発
生が効果的に抑制される。このように音響を減衰させるための大きな音響減衰空間を設け
る必要がないので、構成を小形化しつつ、大きな音響低減効果を達成することができる。
【０２５３】
　複数枚の消音材４０８は、気体が流通可能な多孔性材料から成り、偏平な板状に形成さ
れ、積層されて組立てられる。したがって、消火対象区画内の空間に噴射される消火ガス
の流量、圧力および消音を必要とする程度などに対応して、積層枚数を選ぶことによって
、各種の噴射および消音の希望する特性を正確に調整して得ることが、容易である。また
同一寸法形状を有する消音材４０８を製造すればよく、大量生産が容易であり、生産性が
向上される。
【０２５４】
　付記４発明は、消音材４０８のノズル孔４０４に対向する側の端面と、ノズル部材４０
９の消音材４０８に対向する側の端面との間に、間隙４１５が存在することを特徴とする
。
【０２５５】
　付記４発明に従えば、消音材４０８のノズル孔４０４に対向する側の端面と、ノズル部
材４０９の消音材４０８に対向する側の端面との間に間隙４１５が設けられるので、異物
が間隙４１５に貯留して収納され、消火ガスがノズル孔４０４から噴射されるとき、異物
による消音材４０８の目詰りを防ぐとともに、異物の目詰りによる騒音の発生および流量
低下が防がれる。異物は、導管１４内に存在し、たとえば導管１４内の溶接によるスケー
ルおよびスラグ、導管１４がメッキ管であるとき、そのメッキ管内のメッキ層の剥離片、
錆、ならびに管継手において用いられるシール材の破片などである。
【０２５６】
　付記４発明は、案内部材４２１は、案内部４２３の軸線方向他端側に連なり、円錐台状
に拡開する円環状の拡開部４４３をさらに含むことを特徴とする。
【０２５７】
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　付記４発明に従えば、案内部材４２１は拡開部４４３を有するので、消音材４０８の軸
線方向他方側の端面から放出された消火ガスが放出直後に、噴射ヘッドの軸線に関して半
径方向外方へ拡散してしまうことが抑制され、遠方まで消火ガスを到達させて、消火対象
区間内に所要量の消火ガスを放出することができる。
【０２５８】
　（付記４発明の効果）
　付記４発明によれば、噴射ヘッド４００に消音手段４０２が設けられるので、火災発生
時に噴射ヘッド４００から高圧力の消火ガスが噴射されても、大きな噴射音が発生するこ
とを防止することができる。また、複数枚の消音材４０８は、気体が流通可能な多孔性材
料から成り、偏平な板状に形成され、積層されて組立てられる。したがって、消火対象区
画内の空間に噴射される消火ガスの流量、圧力および消音を必要とする程度などに対応し
て、積層枚数を選ぶことによって、各種の噴射および消音の希望する特性を正確に調整し
て得ることが、容易である。また同一寸法形状を有する消音材４０８を製造すればよく、
大量生産が容易であり、生産性が向上される。
【０２５９】
　また付記４発明によれば、消音材４０８のノズル孔４０４に対向する側の端面と、噴射
ヘッド４００の消音材４０８に対向する側の端面との間に間隙４１５が設けられるので、
微細な異物が前記間隙４１５に貯留して収納され、消火ガスがノズル孔４０４から噴射さ
れるとき、異物による消音材４０８の目詰りを防ぐとともに、異物の目詰りによる騒音の
発生が防がれるとともに、消火ガス噴射時における目詰りに起因する流量の低下を防止す
ることができる。
【０２６０】
　付記４発明によれば、案内部材４２１は拡開部４４３を有するので、消音材４０８の軸
線方向他方側の端面から放出された消火ガスが放出直後に、噴射ヘッドの軸線に関して半
径方向外方へ拡散してしまうことが抑制され、遠方まで消火ガスを到達させて、消火対象
区間内に所要量の消火ガスを放出することができる。
【０２６１】
　今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えら
れるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなくて特許請求の範囲によって示され
、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれることが意図され
る。
【符号の説明】
【０２６２】
　１４　導管、１５　消火ガス供給源、１８　分岐管、１９　枝管、２０　基台、２１　
ブラケット、２２　締結具、２３　主管、１００　噴射ヘッド、１０１　噴射ヘッド本体
、１０２　消音手段、１０３　取付け補助部材、１０４　ノズル孔、１０５　基部、１０
６　外向きフランジ、１０８　第２消音材、１０９　整流部材、１１０　ねじ、１１１　
消火ガス噴射部、１１２　整流孔、１１３　第１消音材、１１４　環状部材、１２１　案
内部材、１２２　取付け部、１２３　案内部、１２４　周面、１２８　押え部材、１３１
　取付け座、１３７　基部、１３８　掛合部、２００　噴射ヘッド、２０１　噴射ヘッド
本体、２０２　消音手段、２０４　ノズル孔、２０５　基部、２０６　外向きフランジ、
２０８　消音材、２２１　案内部材、２２２　取付け部、２２３　案内部、２２４　周面
、４００　噴射ヘッド、４０１　噴射ヘッド本体、４０２　消音手段、４０３　取付け補
助部材、４０４　ノズル孔、４０５　基部、４０６　外向きフランジ、４０７，４１０　
ねじ、４０８　消音材、４０９　ノズル部材、４１５　間隙、４２０　端面、４２１　案
内部材、４２２　取付け部、４２３　案内部、４２４　周面、４２５　端面、４２７　取
付け部材、４２８　押え部材、４３１　取付け座、４３２　端面、４４３　拡開部。
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